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開会 午前 ９時００分

○議長（梅原好範君） 改めまして、皆さん、おはようございます。

本日の会議は、健康管理のため、出席者の入場前の検温、手指消毒を行うとともに、水筒

等での飲料の持込みを許可しております。

ただいまの出席議員は１３名であります。

定足数に達しておりますので、令和６年第３回京丹波町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

《日程第１、会議録署名議員の指名》

○議長（梅原好範君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、７番議員・隅山卓夫君、８番議

員・谷口勝已君を指名します。

なお、以上のご両君に差し支えのある場合は、次の議席の方にお願いいたします。

《日程第２、会期の決定》

○議長（梅原好範君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２６日間としたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（梅原好範君） 異議なしと認めます。

本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２６日間と決しました。

会期中の予定については、事前に配付の会期日程表のとおりであります。

《日程第３、諸般の報告》

○議長（梅原好範君） 日程第３、諸般の報告を行います。

本定例会に町長から提出されております案件は、諮問第５号ほか２８件です。

後日、町長から追加議案の提出があります。

提案説明のため、畠中町長ほか関係者の出席を求めました。

６月２７日に全員協議会によるＧＩＧＡスクール構想に係る現地踏査が行われました。

７月４日に全議員研修が実施されました。
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７月１８日には京都府町村議長会主催の全議員研修会が京都市内で開催され、全議員に出

席いただきました。

７月２２日に教育福祉常任委員会が開催され、中学校のスポットクーラー導入状況の現地

踏査が行われました。また、その後、ふない聴覚言語障害センターのセンター長をお招きし、

研修が実施されました。

８月５日に議会運営委員会、全員協議会が開催されました。

８月８日には、議会広報編集正副委員長研修会が京都市内で開催され、正副委員長に出席

いただきました。

８月２３日には議会運営委員長研修会が京都市内で開催され、委員長に出席いただきまし

た。

８月２７日に議会運営委員会が開催され、本定例会の運営等について協議されました。

また、同日に全員協議会が開催され、議会運営委員会での協議決定内容の報告等が行われ

ました。

６月２０日、２４日、７月１日、３日、５日に議会広報広聴特別委員会が開催され、議会

だより発行に向けた会議が行われ、議会だより第８５号の発行をいただきました。

本定例会までに受理した陳情書等をお手元に配付しております。

京丹波町監査委員より、例月出納検査結果報告がありましたので、お手元に配付しており

ます。

京丹波町情報センターに対し、自主放送番組での本会議の放映を依頼しましたので、報告

いたします。

本日、本会議終了後、全員協議会及び議会広報広聴特別委員会を開催しますので、皆様に

は大変お世話になりますが、よろしくお願いいたします。

以上で、諸般の報告を終わります。

《日程第４、行政報告》

○議長（梅原好範君） 日程第４、行政報告を行います。

畠中町長。

○町長（畠中源一君） 本日ここに、令和６年第３回京丹波町議会定例会をお願いいたしまし

たところ、議員各位におかれましては、公私何かとご多用の中、ご参集いただきまして、誠

にありがとうございます。

また、日頃、議員各位には、円滑な町政の推進にご支援、ご協力をいただいておりますこ
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とに厚くお礼申し上げます。

今期定例会では、令和５年度決算を上程させていただくこととなりました。幸せのまちづ

くりの「見える化」を重視し、町民の皆様により分かりやすく、詳細な取組について共有い

ただきながら、安心して日常を送っていただける環境を整えるために努力してまいったとこ

ろです。これも、議員各位並びに町民の皆様の深いご理解とご協力によるものと厚く感謝を

申し上げます。

さて、本町では、今日まで大きな災害もなく、穏やかに推移しているところでありますが、

今週末には台風１０号が接近するとの情報も得ているところです。引き続き有事に備えて、

区長会、消防団、民生委員の皆様と連携した共助の取組を強化するとともに、災害等が発生

した場合におきましては、関係機関と連携して速やかに復旧対応してまいりたいと考えてお

ります。

そして、米をはじめとする本町の特産物が無事に収穫され、それぞれの地域ににぎわいが

生まれますことを心から願っているところでございます。

本年も昨年に引き続き酷暑でありましたが、丹波地区では夜空を彩った京たんば花火大会、

和知地区では鉄道開通記念として開催されたわちふるさと祭り、また瑞穂地区では５年ぶり

となるみずほ夕涼み大会が開催されました。暑い中ではありましたが、それぞれに内容を工

夫され、活気にあふれた夏のひとときとなりましたこと、大変喜んでいるところです。長期

予報では今後も気温が高い秋になると予想されていますが、秋の様々な行事が盛大に開催さ

れることを願っております。

この間、本町にとりまして、大変うれしい出来事がございました。

日本広報協会が実施した令和６年全国広報コンクールにおきまして、令和５年１１月号と

して発行した広報京丹波２１７号が、広報紙町村部門において総務大臣賞を受賞いたしまし

た。

人生１００年時代と言われ、その生き方が課題となっている昨今において、１００歳の町

民の方を取材し、これからの励みになることを願い、製作した担当者の熱意が高く評価され、

改めて本町職員の質の高い業務能力を全国に発信できたものと考えております。

また、チーズの専門家が国際基準で鑑定・評価する日本初のチーズアワードである、第１

回アルティザンチーズアワードが６月２日に開催されました。そこで須知高校が出品された、

商品名「京丹波のハシ」が風味付けパスタフィラータ部門において見事銀賞を受賞されまし

た。この部門では金賞対象者がなく、実質最高の評価を得られており、チーズ製作のプロフ

ェッショナルも参加される中での受賞は、これまでの取組の成果であり、新たな須知高校の
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伝統継承に向けて、心からお祝いを申し上げます。引き続き、本町としてできる限りの支援

や連携強化を図ってまいります。

次に、本年度の主要事業の執行状況についてご報告を申し上げます。

初めに、人口減少や少子高齢化が急速に進む中、行政サービスの担い手不足対策や持続可

能な社会の形成に向けて、本町ではＤＸ推進計画を策定したところです。本年１０月には役

場本庁、各支所の窓口において、戸籍、住民票など申請書の一部を書かずに作成するシステ

ムや、即座に外国語に自動翻訳され表示できるシステムを導入し、住民の皆さん並びに職員

双方の利便性と効率向上に取り組んでまいります。

居住の有無に関係なく、特定の地域や人とのつながりを持つ「関係人口」について、先進

事例として実践されている岐阜県飛騨市の都竹淳也市長を講師として、関係人口シンポジウ

ムを開催いたしました。人口減少が続く中、移住定住対策と並行して関係人口・交流人口の

拡大は、持続可能な地域づくりに極めて重要であり、本町が掲げるプロモーション戦略との

相乗効果により、関係人口・交流人口の増加を目指して、さらに取組を進めてまいりたいと

考えております。

友好町である福島県双葉町と本町の子どもたちが、交流を通じて文化などの理解を深める

ため、８月３日から５日まで、双葉中学校の生徒９名と伊澤史朗町長をはじめ、幹部職員の

皆さんに本町を訪問いただきました。交流事業におきましては、本町の中学生及び須知高校

等の生徒１６人と、町内施設の見学や文化体験を通じて相互の交流と見聞を深めていただく

ことができ、短い期間ではありましたが大変充実した取組となったところです。

安心安全な教育環境整備として、このたび小学校５校に気化式冷風機を各１台導入しまし

た。また、中学校体育館には同じく熱中症予防対策として、移動式大容量エアコンを各２台

導入し、猛暑の期間のみならず、授業や各式典、行事など児童生徒が集まる様々な機会での

活用を図り、よりよい環境の中でさらに学習効果を高めていきたいと考えているところです。

国道９号観音バイパスは、通行止めや危険解消以外に日常生活の基盤、生活圏の拡大によ

る移住定住促進など、町の発展には欠かせないものと考えております。これまで南丹市と整

備促進組織の設立に向けて取り組んでまいりましたが、本年１０月３１日に国道９号観音バ

イパス整備促進期成同盟会として、設立総会を開催する予定としており、これを機に一層整

備に向けて取組を加速していきたいと考えております。

新型コロナウイルス感染症が再び全国的に広がりを見せております。令和２年以降、コロ

ナは一定の周期において流行を繰り返し、今夏は第１１波を数える流行が始まっており、予

断を許さない状況です。感染予防と健康管理のため、酷暑ではありますが冷房使用時の換気
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の推奨や手洗い、手指消毒、人混みでのマスクの着用など基本的対策をお願いしたいと思い

ます。

なお、ワクチン接種に係る国の方針は、接種費用は原則有料となるものの、６５歳以上の

方と６０から６４歳で一定の基礎疾患を有する方で、個人の重症化予防により重症者を減ら

すことを目的として、接種を希望される方に１０月１日から定期接種が開始されますので、

本町も必要な予算を今期定例会において提案させていただき、対応してまいりたいと考えて

おります。

以上、行政報告とします。

○議長（梅原好範君） 以上で、町長の行政報告を終わります。

《日程第５、諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦について～日程第２７、認定第１６号

令和５年度京丹波町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について》

○議長（梅原好範君） お諮りします。

ただいまから上程になります日程第５、諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦について

から、日程第２７、認定第１６号 令和５年度京丹波町水道事業会計利益の処分及び決算の

認定についてまでの議案につきましては、本日は、提案理由の説明のみとし、質疑、討論、

採決は後日の日程としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（梅原好範君） 異議なしと認めます。

これより、日程第５、諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦についてから、日程第２７、

認定第１６号 令和５年度京丹波町水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてまでを

一括議題とします。

町長の提案理由の説明を求めます。

畠中町長。

○町長（畠中源一君） それでは、本日提案させていただきます議案につきまして、その概要

を説明させていただきます。

まず、諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦についてであります。

現在お世話になっております山内津八子委員の任期が、令和６年１２月末をもって満了と

なります。山内委員は、５期１５年という長きにわたり活躍いただいておりますが、今任期

を区切りとして退任のご意向であります。後任に真野照美氏を推薦することについて、議会

のご意見を伺うものであります。
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真野氏はこれまでの経験を生かし、人権啓発や人権相談などに積極的に活動いただけると

思っております。

ご同意賜りますようお願い申し上げます。

議案第５３号 京丹波町すこやか子育て医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につ

きましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の

一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものです。

議案第５４号 京丹波町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正す

る法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布に伴い、所要

の改正を行うものです。

議案第５５号 京丹波町過疎地域持続的発展市町村計画の変更につきましては、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づいて策定している市町村計画について、計画

内容の変更を行うものです。

議案第５６号 令和６年度京丹波町一般会計補正予算（第２号）につきまして、補正前の

額１１９億２，５６０万６，０００円に１億４，０００万円を追加し、補正後の額を１２０

億６，５６０万６，０００円とすることをお願いしております。繰越金及び普通交付税の確

定を受けてこれらを反映した編成を行うものです。

歳出の主な事業といたしまして、初めに総務費の財産管理費では、庁舎管理事業の町有施

設整備等改修工事に２１１万２，０００円を計上するとともに、前年度繰越金の確定により、

減債基金への積立てに２，３６０万円の計上をお願いしております。

また、企画費のフードバレー推進事業に２００万円の計上をお願いしております。フード

バレー推進モデル事業費補助金の創設に伴うものです。

同じく企画費の京丹波栗リファイン事業に２１０万円の計上をお願いしております。京丹

波栗商品開発支援補助金の増額を行うものです。

地域振興事業費では、移住促進事業に７４０万円の計上をお願いしております。明日のむ

ら人移住促進事業補助金の増額を行うものです。

民生費では、老人福祉費の後期高齢者医療事業に８５１万円の計上をお願いしております。

後期高齢者医療給付費負担金の決定に伴うものです。

また、児童福祉総務費の障害児通所給付等事業に１，２８６万７，０００円の計上をお願

いしております。障害児通所給付費等扶助費の増額を行うものです。

衛生費では、予防費の予防接種事業に８，１１５万円の計上をお願いしております。新型
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コロナワクチン定期接種に伴う経費、新型コロナワクチン予防接種による健康被害給付費負

担金及び新型コロナワクチン接種等に伴う国庫支出金の翌年度精算に伴う返還金の発生によ

るものです。

また、環境衛生費の新エネルギー導入促進事業に１６３万円の計上をお願いしております。

家庭向け自立型再生可能エネルギー導入補助金の増額を行うものです。

農林水産業費では、農地費の土地改良施設維持管理事業に７６３万９，０００円の計上を

お願いしております。大滝池の地質調査業務を行うものです。

また、林業振興費の森林経営管理事業に３０６万６，０００円の計上をお願いしておりま

す。森林経営管理意向調査等業務委託料の増額を行うものです。

土木費では、木造住宅耐震改修事業に３００万円の計上をお願いしております。木造住宅

耐震改修補助金の増額を行うものです。

教育費では、小学校一般管理事業に１３４万３，０００円の計上をお願いしております。

丹波ひかり小学校の総合遊具等の修繕に伴うものです。

次に歳入でございますが、地方特例交付金につきましては、通常分の交付額の確定により

３４万５，０００円の減額、普通交付税につきましても、同じく交付額の確定により１，７

２６万円を増額するものです。

国庫支出金では、総額５，５８３万２，０００円を計上しております。

民生費国庫負担金では、障害児通所給付費等国庫負担金に６４３万３，０００円を計上し

ております。

衛生費国庫負担金では、新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金に４，４４１

万２，０００円を計上しております。

民生費国庫補助金では、子ども・子育て支援交付金に６３３万３，０００円を計上してお

ります。

府支出金では、総額２，１８８万２，０００円を計上しております。

民生費府負担金では、障害児通所給付費等府費負担金に３２１万６，０００円を計上して

おります。

総務費府補助金では、移住促進事業補助金に３７０万円を計上するとともに、京都府ふる

さと応援交付金に２９２万円を計上しております。

衛生費府補助金では、家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金に１６３万円

を計上しております。

農林水産業費府補助金では、農業基盤整備促進事業補助金に７６３万９，０００円を計上
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しております。

繰入金では、林業振興施策の財源として森林環境譲与税基金繰入金に３０６万６，０００

円を計上しております。

また、企業版ふるさと納税基金繰入金に９０万円を計上しております。

また、繰越金では前年度繰越金について、２８３万３，０００円を減額するものでありま

す。

諸収入では、新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に対する助成金に２，０９９万９，０

００円を計上しております。

町債では、総額１７０万円を計上しております。

総務債では、庁舎改修に係る財源といたしまして２００万円を計上しております。

教育債では、小学校改修事業の精査により５０万円を減額するものであります。

臨時財政対策債では、本年度発行可能額の確定により２０万円を増額するものであります。

最後に、今回の歳出補正額に対して必要な財源を確保するため、財政調整基金繰入金から

２，１５３万９，０００円を繰り入れて財源調整を図ることといたしております。

以上、一般会計補正予算の提案説明とさせていただきます。

議案第５７号 令和６年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）では、事業

勘定においては、補正前の額２０億６，３４０万４，０００円に９，２６５万９，０００円

を追加し、補正後の額を２１億５，６０６万３，０００円とすることをお願いしております。

前年度介護給付費負担金等の確定等について計上しております。

議案第５８号 令和６年度京丹波町下水道事業会計補正予算（第１号）では、収益的収入

においては、補正前の額８億５，０８０万８，０００円に２１万８，０００円を追加し、補

正後の額を８億５，１０２万６，０００円とし、また、収益的支出については、補正前の額

９億１，１１７万９，０００円に８５３万２，０００円を追加し、補正後の額を９億１，９

７１万１，０００円とすることをお願いしております。

収益的収入では、他会計補助金の増額によるものであり、収益的支出では、人件費の精査

及び修繕費等の増額を行うものです。

資本的収入においては、補正前の額４億４，６７８万７，０００円に３，２２０万円を追

加し、補正後の額を４億７，８９８万７，０００円とし、また、資本的支出については、補

正前の額５億８，７３５万７，０００円に３，０１１万６，０００円を追加し、補正後の額

を６億１，７４７万３，０００円とすることをお願いしております。

資本的収入では、企業債等の増額によるものであり、資本的支出では、建設改良費におい
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て、瑞穂浄化センターの機器更新等の増額を行うものです。

続きまして、令和５年度決算認定議案につきまして、概略をご説明申し上げます。

令和４年度は、「幸せ」のまちづくりのスタートアップ予算と位置づけ、土台づくりや道

筋の設定に取り組んでまいりましたが、令和５年度は、より強固な土台づくりを進めるとと

もに、目指すべきまちの姿の実現に向け、本格的に事業を展開してまいりました。本町が誇

る最大の魅力である「食」について、本町の特産である「丹波くり」の振興をはじめ、町独

自の「フードバレー構想」を取りまとめ、関連各課と関連事業者、町民の皆様と一体となり、

「食のまち京丹波」の確立に向けて全力で取り組んでまいりました。

また、町民の皆様が健やかで幸せな「健幸」のまちづくりを目指した取組や、大切な宝で

ある将来を担う子どもたちがこの町で生まれ、自然豊かな環境で伸び伸びと育ってもらうた

めの子育て環境や教育環境の整備など、このすばらしい地域に住んでいるという誇りを持っ

ていただけるよう各種施策を推進してまいりました。

地方交付税が減少した中におきましても、タウンプロモーションの推進により、ふるさと

納税においては、３億５，７００万円を超えるなど、財源の確保に取り組むとともに、国の

臨時交付金等を活用しながら、本町の実情に沿った給付金をはじめとした物価高騰対策につ

いても実施できたと考えております。

また、後年度の公債費の圧縮を図るため、約２億円の繰上償還を実施し、財政健全化の推

進にも努めてまいりました。

その他、令和５年度に予定しておりました事業は、完成、あるいは着実な進展が図られて

います。

このことは、ひとえに議員各位をはじめ、町民の皆様のご理解とご協力によるものであり、

深く感謝申し上げる次第であります。

次に、会計別決算収支の状況についてでありますが、一般会計の決算額は、歳入１１５億

５，４８１万７７６円、歳出１１４億８，８４９万６，８３１円、うち翌年度への繰越財源

１，９１４万６，０００円を差し引いた実質収支では、４，７１６万７，９４５円となって

おります。

なお、一般会計における令和４年度の実質収支額２億３，２２０万８，２６７円を差し引

いた単年度収支は、マイナス１億８，５０４万３２２円となり、これに財政調整基金積立額

と繰上償還額を加え、積立金取崩額を控除した実質単年度収支は、１億２，８２０万６，６

９５円となりました。

次に、歳出の目的別の状況でありますが、以下、万円単位にまとめてご報告申し上げます。
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まず、議会費は８，９６７万円で前年度比４．３％の減、総務費は２０億５，７７０万円

で前年度比６．０％の増、民生費は２５億６，５５５万円で前年度比３．９％の増、衛生費

は１７億４，０９０万円で前年度比２．１％の増、労働費は２万円で前年度比６１．５％の

減、農林水産業費は１２億３，９７７万円で前年度比５．８％の増、商工費は２億３，７６

５万円で前年度比３３．５％の減、土木費は７億８，６０３万円で前年度比３．１％の増、

消防費は４億３１５万円で前年度比２．７％の減、教育費は７億８，６４８万円で前年度比

７．０％の減、災害復旧費は５，０１５万円で前年度比６３．８％の減、公債費は１５億３，

１４１万円で前年度比１１．８％の増となりました。

次に、普通会計を基にした財政構造面について申し上げます。

町税収納額は、前年度に比べ２３万６，０００円増の１７億５，４７７万円となりました

が、調定額において法人町民税、たばこ税以外は減少し、全体として１，０３７万９，００

０円の減となりました。

徴収率につきましては、現年度分が９９．３％で前年度に比べ０．１ポイントの増、滞納

繰越分が３２．０％で前年度に比べ１７．１ポイントの増となり、全体で９７．１％で前年

度に比べ０．５ポイントの増となりました。

今後とも税負担の公平性を確保するため、京都地方税機構との連携はもとより、細やかな

納税相談の実施などに一層の努力を重ねてまいります。

一方、令和５年度におきましても、滞納処分等の取組を行いながら、町税３８２万円を不

納欠損処分させていただきました。前年度と比べ７５万円の減となったところであります。

貴重な自主財源が徴収に至らなかったことは誠に申し訳なく思いますが、ご理解いただき

ますようお願い申し上げます。

譲与税・交付金関係では、主に株式等譲渡所得割交付金や法人事業税交付金等の増加によ

り、前年度と比較して１，７１７万円増の５億９，３９１万円、普通交付税は前年度と比較

して６，９７２万円減の４５億２，１５０万円となりました。

また、特別交付税では、前年度と比較して２，９４３万円増の６億７，６７７万円となり

ました。

次に、歳出におきまして、支出を拘束する義務的経費では、前年度と比較して、人件費で

３，４７０万円の増、扶助費で１億６８５万円の増、また、公債費では、繰上償還が影響し

１億６，３５２万円の増となるなど、全体で３億５０７万円増の総額４６億３，３７８万円

となりました。

また、投資的経費では、前年度と比較して、普通建設事業費で１億８，９１９万円減の８
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億５，７５２万円、災害復旧事業費で９，２１６万円減の５，０１５万円、全体で２億８，

１３５万円減の総額９億７６７万円となりました。

このような決算状況の中、財政構造の指標となります経常収支比率は、前年度比２．０ポ

イント増の９２．５％となり、あわせて実質公債費比率につきましては、令和５年度の単年

度比率では対前年度比０．１ポイント減少し、比率基準となります３か年平均につきまして

は、前年度比０．３ポイント減の１５．８％となりました。

経常収支比率の増加要因につきましては、分子である歳出経常一般財源では、公債費や繰

出金等は減額となりましたが、人件費や物件費等の増額により全体で増加したこと、分母で

ある歳入経常一般財源では、普通交付税や臨時財政対策債の減額等により全体額が大きく減

少したことに伴い、比率が増加したところであります。

経常収支比率をはじめ、指標の算定に大きなウエートを占める普通交付税につきましては、

減少傾向になっていることからも、今後におきましても一層の財政健全化対策に努めてまい

ります。

次に、特別会計の決算状況でありますが、国保京丹波町病院事業会計及び水道事業会計を

除く１３特別会計の歳入総額は５４億３，８６３万円、歳出総額は５２億９，３７５万円で、

翌年度繰越財源を除いた実質収支は１億４，４８８万円であります。

国保京丹波町病院事業会計につきましては、消費税を除いた収益的収支のうち、経常収益

は９億７，６６６万円、経常費用は９億６，３１９万円で、差引き１，３４７万円の当年度

純利益となり、当年度未処理欠損金は３億１，８９０万円となりました。

なお、資本的収支では、収入総額１億１１４万円に対し、支出総額は１億４，８２３万円

となり、収支差額は４，７０９万円となりました。この収入不足分は過年度分損益勘定留保

資金で補塡したところであります。

水道事業会計につきましては、消費税を除いた収益的収支のうち、経常収益は１０億８,

５４３万円、経常費用は１０億２，８８６万円で、経常利益は５，６５７万円となり、当年

度純利益についても５，６５７万円となりました。これに前年度未処分利益剰余金を加えた

額２億４，２９９万円を当年度未処分利益剰余金として計上し、建設改良積立金へ積み立て

るため全額処分いたします。

なお、資本的収支では、収入総額３億８，４９２万円に対し、支出総額は８億５，３７０

万円となり、収支差額の４億６，８７８万円は、消費税資本的収支調整額１，６６６万円、

繰越利益剰余金７，６６３万円、過年度分損益勘定留保資金６，２２３万円及び当年度分損

益勘定留保資金３億１，３２６万円で補塡したところであります。



－１６－

以上、申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。

提案させていただきました議案は、諮問及び認定案件も含め２９件であります。細部につ

きましては、会計管理者または所管する課長から説明させますので、何とぞ慎重にご審議賜

りまして、原案にご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（梅原好範君） 補足説明を担当課長から求めます。説明は、日程順にお願いいたしま

す。

大西住民課長。

○住民課長（大西義弘君） それでは、諮問第５号から議案第５４号までの補足説明を申し上

げます。

まず、諮問第５号でございます。人権擁護委員候補者の推薦についての補足説明を申し上

げます。

人権擁護委員は、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、市町村長がその候補者に

ついて議会の意見を聞いて推薦し、法務大臣が委嘱することとなっております。

任期は３年であります。

京丹波町では、１１人の人権擁護委員さんにご活躍をいただいております。

諮問の内容は、町長からの提案理由説明のとおりであります。

また、略歴等は資料に記載しておりますので、後ほどご確認をお願いいたします。

以上、諮問第５号の補足説明とさせていただきます。

続きまして、議案第５３号 京丹波町すこやか子育て医療費助成条例の一部を改正する条

例の制定について、補足説明を申し上げます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正

する法律により、健康保険の被保険者証の廃止が令和６年１２月２日から施行されるのに伴

い所要の改正を行うものであります。

めくっていただき、新旧対照表をお願いいたします。

第５条第２項において被保険者証に関する事項を削除するとともに、受給者証の提示につ

いて他の条例や要綱等に合わせ文言整理をさせていただくものであります。

なお、条例の施行日は、令和６年１２月２日としております。

以上、議案第５３号の補足説明とさせていただきます。

続きまして、議案第５４号 京丹波町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、補足説明を申し上げます。

今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の

公布に伴い、所要の改正を行うものでございます。

新旧対照表をお願いいたします。

まず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律により、国民健康保険法第９条の届出に関する規定の改正と第１２７条第１

項から被保険者証の返還に応じない者に対する罰則の規定がなくなったことから、条例第１

３条を改正するものでございます。

続きまして、議案書の裏面をお願いいたします。

今回の政令により、本条例の施行日以降にした行為に対する罰則の適用について、附則で

定めることとされたことから経過措置として規定をさせていただくものでございます。

施行日については、令和６年１２月２日としております。

以上、補足説明とさせていただきます。

ご審議賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

○議長（梅原好範君） 堀企画情報課長。

○企画情報課長（堀 友輔君） 議案第５５号 京丹波町過疎地域持続的発展市町村計画の変

更について、補足説明を申し上げます。

過疎地域持続的発展市町村計画の変更手続につきましては、過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法及び事務処理要領に基づき、事業の追加や大幅な事業量の増減など計画

全体に及ぼす影響が大きい場合には、あらかじめ京都府との協議を行った後、議会の議決を

いただくことになっております。

このたび、令和３年度から令和７年度を計画期間とする過疎地域の持続的発展の支援に関

する特別措置法に基づく市町村計画について、計画本文に事項を追加する等、所要の改正が

必要となったため提案を行うものであります。

なお、京都府との協議につきましては、令和６年８月２６日付で協議が調っております。

それでは、議案書の１ページをご覧ください。

左側には変更前、右側には変更後の内容を記載しております。

６、生活環境の整備の事業区分中、（１）現況と問題点、２ページの（２）その対策、３

ページの（３）計画にそれぞれ下線部分に変更内容を追加しており、内容としましては、現

行計画に記載のない船井郡衛生管理組合の廃棄物処理施設を追加するとともに、同組合にお

いて新たに取り組むプラスチック一括回収を見越したパッカー車の導入と、老朽化の著しい

くみ取り車のバキュームタンクを更新し、総合的な環境対策の強化を図り、火葬場に非常用
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発電機を新たに整備し、災害時等の対策を強化するものであります。

４ページには今回の変更に係る概算負担金について一覧にしていますので、参考にしてい

ただきたいと思います。

以上、議案第５５号 京丹波町過疎地域持続的発展市町村計画の変更についての補足説明

とさせていただきます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（梅原好範君） 山内財政課長。

○財政課長（山内明宏君） 議案第５６号 令和６年度京丹波町一般会計補正予算（第２号）

につきまして、補足説明を申し上げます。

それではページをめくっていただきまして、初めに５ページの第２表の債務負担行為補正

をお願いいたします。

町道安井南谷線道路改良事業におきまして、現行の債務負担行為設定の補正をお願いする

ものであり、令和７年度に必要となる限度額の整理を行い、限度額を７，７００万円に改め

る変更をお願いするものであります。

次に、６ページ、第３表の地方債補正をお願いいたします。

まず、合併特例事業債につきましては１５０万円増額し、補正後の限度額を４億２３０万

円とすることをお願いしております。

総務債では、本庁舎のピット排水ポンプ新設工事により２００万円の計上をお願いしてお

ります。

教育債では、下山小学校空調設備工事の事業精査に伴い、５０万円の減額を行うものであ

ります。

次に、臨時財政対策債につきましては２０万円増額し、補正後の限度額を１，４２０万円

とすることをお願いしております。令和６年度発行額の確定を受け、増額をお願いするもの

であります。

地方債合計では、補正後の限度額を８億８，５４０万円といたしております。うち、交付

税の算入は約６９％の６億１，４００万円余り算入される見込みでございます。

次に、補正予算の主な項目につきまして説明をさせていただきます。

事項別明細書の１１ページをご覧ください。

まず、歳出でございますが、各費目を通じまして、人件費関係全般につきまして４月の人

事異動に伴う精査を行っております。

初めに、１３ページから１４ページまでの上段、２款、総務費、１項、総務管理費、５目、
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財産管理費の庁舎管理事業に２１１万２，０００円の計上をお願いしております。近年の異

常気象に伴う大雨の影響などによりまして、本庁舎議会棟床下ピット内に頻繁に水が滞留す

る事象が生じておりまして、今回、常設ポンプを設置し排水対策を実施するものであり、１

４節、工事請負費の町有施設設備等改修工事に２１１万２，０００円を計上しております。

同じく、財産管理費の減債基金積立事業では、地方財政法に基づく積立金として減債基金

に２，３６０万円の計上をお願いするものであります。前年度の剰余金につきましては、例

年、財政調整基金へ積立てを行っておりますが、ここ数年は取崩しもなく、令和５年度にお

きましては１億１，６００万円を超える積立てを実施していることから、令和７年度実施予

定の繰上償還の財源を確保するため、今年度は減債基金への積立てを実施するものでありま

す。

次に、６目、企画費のフードバレー推進事業に２００万円の計上をお願いしております。

フードバレー推進協議会に加盟する事業者が連携することにより、新たに町内の農産物等を

生かした特産物を開発し販売することで、町内外の経済循環を高めていくことを目的に、京

丹波町合併２０周年を契機とした新商品の開発等を行う際に必要となる経費を助成するもの

であり、１８節、負担金、補助及び交付金のフードバレー推進モデル事業費補助金に２００

万円を計上しております。

同じく、企画費の京丹波栗リファイン事業に２１０万円の計上をお願いしております。京

丹波栗を活用した新商品、新サービスの開発や、販路拡大に係る補助金の増額を行うもので

あり、１８節、負担金、補助及び交付金の京丹波栗商品開発支援補助金に２１０万円を計上

しております。

１１目、地域振興事業費では、移住促進事業に７４０万円の計上をお願いしております。

移住促進住宅の改修補助分を１３件から１７件に増やすなど新たな需要への対応として補助

金の増額を行うものであり、１８節、負担金、補助及び交付金の明日のむら人移住促進事業

補助金に７４０万円を計上しております。

次に、１５ページから１６ページまでの下段、３款、民生費、１項、社会福祉費、４目、

老人福祉費の後期高齢者医療事業に８５１万円の計上をお願いしております。令和５年度市

町村支出金の精算予定額等の決定に伴い追加負担を行うものであり、１８節、負担金、補助

及び交付金の後期高齢者医療給付費負担金に８５１万円を計上しております。

次に、１７ページから１８ページまでにかけての２項、児童福祉費、１目、児童福祉総務

費の障害児通所給付費等事業に１，２８６万７，０００円の計上をお願いしております。放

課後等デイサービスの利用人数の増加に伴うものであり、１９節、扶助費の障害児通所給付
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費等扶助費に１，２８６万７，０００円の計上をしております。

同じく、児童福祉費の３目、こども園費では、こども園施設管理事業に１０４万９，００

０円の計上をお願いしております。わちこども園の消火栓ポンプ用エンジンの修繕及び浄化

槽曝気ブロア修繕に係るものであり、１０節、需用費の修繕料に１０４万９，０００円を計

上しております。

次に、１９ページから２０ページまでの中段、４款、衛生費、１項、保健衛生費、３目、

予防費の予防接種事業に８，１１５万円の計上をお願いしております。令和６年１０月１日

から実施予定にしております新型コロナワクチン定期接種分として、１２節、委託料の予防

接種業務委託料３，１１５万７，０００円をはじめ、事務費等を含めまして合計で３，１３

５万７，０００円を計上しております。

また、新型コロナワクチン予防接種による健康被害救済制度につきまして１件認定がござ

いましたので、１８節、負担金、補助及び交付金の予防接種健康被害給付費負担金に４，４

４１万２，０００円を計上するとともに、国庫支出金の翌年度精算に伴う返還金の発生によ

り、２２節、償還金、利子及び割引料の国・府支出金等返還金に５３８万１，０００円の計

上をそれぞれ行うものであります。

同じく、衛生費の４目、環境衛生費の新エネルギー導入促進事業に１６３万円の計上をお

願いしております。京都府におきまして、家庭向けの太陽光発電システムと蓄電設備を同時

設置した場合の導入補助金を、条件にもよりますが、現行の１３万円から２６万円に拡充さ

れたことや、エコキュートなどの高効率給湯機器またはエネファームなどのコージェネレー

ションシステムの同時導入に対する支援の実施に伴いまして、１８節、負担金、補助及び交

付金の家庭向け自立型再生可能エネルギー導入補助金に１６３万円を計上しております。

６目、保健センター管理費の保健センター管理事業に１４４万１，０００円の計上をお願

いしております。瑞穂保健福祉センターの屋上塗装修繕及びデイサービス部分の床修繕に係

るものであり、１０節、需用費の修繕料に１４４万１，０００円を計上しております。

次に、２１ページから２２ページまでの６款、農林水産業費、１項、農業費、５目、農地

費の土地改良施設維持管理事業に７６３万９，０００円の計上をお願いしております。須知

地区大滝池の地質調査業務の増額に伴いまして、１２節、委託料の測量設計監理業務等委託

料に７６３万９，０００円を計上しております。

次に、２１ページから２４ページまでにわたる２項、林業費、２目、林業振興費の丹波く

り振興事業では、丹波くり増産プロジェクトとして須知高校で実施をいたしますみんなの栗

園の暗渠排水パイプの購入費として、１５節、原材料費の工事用原材料費に６９万２，００
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０円を計上するとともに、事業見込みにより、１８節、負担金、補助及び交付金の丹波くり

新植・改植事業補助金に２００万円の計上をお願いしております。

また、令和７年度以降の丹波くり振興に係る経費に活用する予定でありました２４節、積

立金の振興基金積立金につきましては、今回、丹波くり新植・改植事業補助金の２００万円

分と、総務費で計上しております京丹波栗新商品開発支援補助金の２１０万円分を増額する

ことから、合計４１０万円を減額し財源の調整を図っております。

同じく、林業振興費の森林経営管理事業に３０６万６，０００円の計上をお願いしており

ます。従来、意向調査業務、境界明確化業務の２つに区分しているものを一括で業務委託を

しておりますが、今回、特に境界明確化業務の増加に伴いまして、１２節、森林経営管理意

向調査等業務委託料に３０６万６，０００円を計上しております。

次に、７款、１項、商工費、３目、観光費の京丹波味夢の里管理運営事業に７４万２，０

００円の計上をお願いしております。高速道路と高速道路に連結する施設との連結に係る費

用につきまして、５年に１回実施される不動産鑑定による土地代の見直しにより、１３節、

使用料及び賃借料の連結料に７４万２，０００円を計上しております。

次に、８款、土木費、６項、住宅費、１目、住宅管理費では、木造住宅耐震改修事業に３

００万円の計上をお願いしております。京都府が令和６年度から７年度にかけて府内の耐震

化を一層促進するための時限的な措置として、本事業に係る府補助金の増額を決定したこと

を受けまして、それに伴う町負担分につきまして６月補正予算で増額を行ったところでござ

いますが、今回、新たに本格改修２戸分の実施が見込まれることから、１８節、負担金、補

助及び交付金の木造住宅耐震改修補助金に３００万円を計上しております。

次に、２５ページから２６ページまでの中段、１０款、教育費、２項、小学校費、１目、

学校管理費の小学校一般管理事業に１３４万３，０００円の計上をお願いしております。遊

具における児童の安全性の確保と遊具の長寿命化を図るため、丹波ひかり小学校の総合遊具

等の修繕に係る経費として、１０節、需用費の修繕料に２１６万８，０００円を計上してお

ります。

また、１４節、工事請負費の小学校設備改修工事につきましては、下山小学校空調設備工

事の事業精査に伴い５０万円の減額。１７節、備品購入費の一般備品につきましては、気化

式冷風機の事業精査に伴い３２万５，０００円の減額を行っております。

次に、２７ページから２８ページまでの中段、６項、１目、学校給食費の学校給食事業に

１５０万円の計上をお願いしております。高額な修繕も多く、緊急修繕に対応するための予

算確保として、１０節、需用費の修繕料に１５０万円を計上しております。
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以上が歳出でございます。

戻っていただきまして、事項別明細書の５ページ以降をお願いいたします。

次に、歳入でございます。

初めに、１１款、１項、１目、地方特例交付金でございます。定額減税分を除く通常分に

つきまして、本年度における交付額の確定に伴いまして３４万５，０００円の減額を行うも

のであります。

次に、１２款、１項、１目、地方交付税でございますが、本年度における普通交付税の確

定に伴いまして１，７２６万円を計上しております。当初予算では４４億円と見込み計上を

しておりましたが、算定後の普通交付税額は、当初見込みと比べて０．４％の増、交付額は

４４億１，７２６万円となったところでございます。

なお、令和５年度実績と比較しますと１億４２４万円、２．３％の減少となっております。

当初予算見込みと比較すると大きな変動はありませんでしたが、前年度と比較しますと大き

く減少しております。主な要因といたしましては、基準財政需要額におきまして、個別算定

経費の下水道費、また農業行政費などが大きく減額したところでございます。

また、普通交付税は、自治体が賄えない財源を補う仕組みでございまして、税収や各種交

付金が増えると交付税は減ることになりますが、基準財政収入額におきましても、森林環境

譲与税が約１，５００万円増加となったところでございまして、これらの数値を基に本年度

の交付額が算定されたところでございます。

次に、１６款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、民生費国庫負担金では、障害児通

所給付費等国庫負担金に６４３万３，０００円を計上しております。障害児通所給付費等事

業の財源として計上するものでございます。

同じく、国庫負担金の２目、衛生費国庫負担金では、新型コロナウイルス予防接種健康被

害給付費負担金に４，４４１万２，０００円を計上しております。新型コロナワクチン予防

接種による健康被害救済制度認定に伴うものでございます。

次に、２項、国庫補助金、２目、民生費国庫補助金では、子ども・子育て支援交付金に６

３３万３，０００円を計上しております。こども家庭センターに係る人件費に対する補助金

でございますが、当初予算に計上しておりました子ども家庭総合支援拠点運営事業費補助金

１８８万４，０００円及び母子保健・児童福祉一体的支援機関運営事業補助金２０９万円に

つきまして、子ども・子育て支援交付金に組み替えをしておりますので、その分につきまし

て減額計上を行っております。

次に、７ページから８ページまでの上段、１７款、府支出金、１項、府負担金、１目、民
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生費府負担金では、障害児通所給付費等府費負担金に３２１万６，０００円を計上しており

ます。障害児通所給付費等事業の財源として計上するものでございます。

２項、府補助金、１目、総務費府補助金では、移住促進事業補助金に３７０万円を計上し

ております。移住促進住宅の改修補助などの明日のむら人移住促進事業補助金の財源となる

ものであります。

同じく、総務費補助金の京都府ふるさと応援交付金に２９２万円を計上しております。令

和５年度から開始をされております京都府ふるさと納税の関係分でございますが、京都府が

ふるさと納税として受け入れた寄附金の一部を市町村に還元されるものでございまして、京

丹波町の交付分として計上するものでございます。フードバレー推進事業のフードバレー推

進モデル事業費補助金に１１０万円を、小学校一般管理事業の丹波ひかり小学校の総合遊具

等の修繕に１８２万円をそれぞれ充当しております。

３目、衛生費府補助金では、家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金に１６

３万円を計上しております。新エネルギー導入促進事業の財源として計上するものでありま

す。

４目、農林水産業費府補助金では、農業基盤整備促進事業補助金に７６３万９，０００円

を計上しております。土地改良施設維持管理事業の財源として計上するものであります。

６目、土木費府補助金では、木造住宅耐震改修補助金に１００万円を計上しております。

木造住宅耐震改修事業の財源として計上するものであります。

次に、２０款、繰入金、２項、基金繰入金では、４目、森林環境譲与税基金繰入金に３０

６万６，０００円を計上しております。森林経営管理事業の財源とするものであります。

また、７目、企業版ふるさと納税基金繰入金に９０万円を計上しております。フードバレ

ー推進モデル事業費補助金の財源とするものであります。

次に、７ページから１０ページまでにわたりまして、２１款、１項、１目、繰越金では、

前年度繰越金の確定によりまして２８３万３，０００円の減額計上をしております。

次に、２２款、諸収入、５項、５目、雑入では、新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に

対する助成金に２，０９９万９，０００円を計上しております。新型コロナワクチン接種に

係る財源として計上するものであります。

次に、２３款、１項、町債につきましては、総額で１７０万円の増額をお願いするもので

あります。冒頭、第３表の地方債補正で説明させていただいた内容に基づき、必要な補正を

お願いするものであります。

戻りまして、７ページから８ページまでの下段、２０款、繰入金、２項、基金繰入金、１
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目、財政調整基金繰入金でございます。今回、２，１５３万９，０００円を計上いたしてお

りまして、事業費に不足します部分につきまして本財政調整基金からの繰入れを見込んでい

るところでございます。

また、その他各種の特定財源につきましても、それぞれ精査を行い必要な補正をお願いし

ております。

以上、議案第５６号 一般会計補正予算（第２号）の補足説明といたします。

ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（梅原好範君） 原澤福祉支援課長。

○福祉支援課長（原澤 洋君） 議案第５７号 令和６年度京丹波町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）の事業勘定分につきまして、補足説明を申し上げます。

それでは、歳出から説明をさせていただきます。

事項別明細書の７ページから８ページの歳出をお願いいたします。

最初に、１款、総務費、３項、介護認定審査会費では、要介護認定のため、訪問調査を行

う調査員の勤務時間数増加に伴い、会計年度任用職員の人件費の増額が見込まれることから

６２万４，０００円を計上しております。

２款、保険給付費では、後ほどご説明をさせていただきます地域支援事業費の増額に伴う

財源振替のみを計上させていただくものでございます。

３款、地域支援事業費、４項、包括的支援事業・任意事業費では、１枚めくっていただき

まして、認知症の普及啓発のため、映画の上映等の行事を行うための委託料として１５万４，

０００円を計上しております。

５款、基金積立金では、後ほどご説明させていただきます歳入で計上しております過年度

分の地域支援事業交付金を介護保険給付費準備基金に積み立てるため、２万５，０００円を

計上しております。

７款、諸支出金では、令和５年度分の国の介護給付費負担金の返還金として９，１８５万

６，０００円を計上しております。

続きまして、ページを戻っていただきまして、５ページから６ページの歳入をお願いいた

します。

歳出に計上いたしました地域支援事業費の増額に合わせ、３款、国庫支出金、５款、府支

出金、７款、繰入金において、関連する特定財源の見直しを行っております。

前後いたしますが、３款、国庫支出金、２項、国庫補助金、２目、地域支援事業交付金で

は、令和５年度の地域支援事業交付金の確定に伴いまして、過年度分として２万５，０００
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円を計上しております。

７款、繰入金、１項、一般会計繰入金、４目、その他一般会計繰入金では、歳出に計上し

ておりました総務費の増額に合わせ６２万４，０００円を計上しております。

８款、繰越金では、前年度繰越金の確定に伴い５，０６６万５，０００円を計上するとと

もに、前後いたしますが、７款、繰入金、２目、基金繰入金に４，１２２万６，０００円を

計上し、収支の均衡を図ることとしております。

なお、補正後の予算ベースで令和６年度末基金残高は、２億７，３３８万６，０００円を

見込んでおります。

以上、補足説明とさせていただきます。

ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（梅原好範君） 村田上下水道課長。

○上下水道課長（村田弘之君） 議案第５８号 令和６年度京丹波町下水道事業会計補正予算

（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。

１２ページ、１３ページの予算明細書をご覧ください。

まずは、収益的勘定の収益的収入及び支出につきまして、ご説明申し上げます。

最初に、上段、収益的収入につきまして、１款、下水道事業収益、２項、営業外収益、２

目、他会計補助金につきまして、令和６年度からの職員配置の変更による児童手当に要する

経費、令和５年度の起債借入額確定による地方公営企業法適用に要する経費、令和６年４月

１日に新たな算出方法が示されました高資本費対策に要する経費につきまして、それぞれの

補助金で合計で２１万８，０００円の増額をお願いするもので、いずれも基準に基づくもの

となっております。

次に、収益的支出をご覧ください。

１款、下水道事業費用、１項、営業費用、１目、管渠費について、１５２万９，０００円

の増額をお願いするもので、下水道管の修繕のほか、下水道本管の取付け部分の修繕に関し

ての予算の計上となっております。

２目、ポンプ場費については、７０万円の減額をお願いしております。委託料に関しまし

ては、マンホール中継ポンプ点検の請負差金を減額することと、中継ポンプの故障に対する

緊急対応につきまして、当初、委託料で計上しておりましたものを修繕費に振り替えること

としております。修繕費については、先ほどの委託料から修繕費に振り替えたことによる増

額となっております。路面復旧費については、舗装修繕やマンホール周りのかさ上げに係る

費用の精査による必要額も増額させていただいております。
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３目、処理場費については、１９８万７，０００円の増額をお願いしております。こちら

の委託料に関しましては、瑞穂浄化槽センター曝気槽の汚泥引抜業務が必要となったことに

よる増額を、修繕料に関しましては、マンホールポンプ内のフロートスイッチの修繕のため

の増額をお願いするものです。

４目、浄化槽費では、浄化槽からの漏水やろ材の浮上修繕が増加していることから、１４

０万円の増額をお願いしております。

５目、総係費では、令和６年度の職員配置の異動により人件費等の精査によりまして、５

４９万４，０００円の増額をお願いしております。

ページをめくっていただきまして、１５ページです。

総係費のうち、報酬及び旅費に関しましては、令和６年度から公営企業会計移行に伴い、

会計年度任用職員を新たに１名雇用したことによる増額。委託料に関しましては、公営企業

会計システムを６ライセンス追加したことによる増額となっております。手数料に関しまし

ては、下水道使用料に対する口座振替手数料及びコンビニ収納手数料の対象件数の精査によ

る増額。賃借料に関しましては、会計年度任用職員用端末１台の追加による増額。修繕料に

関しましては、汚泥の脱水車でありますトラックにおきまして、本年の車検時に修繕が必要

となる部分の増額をお願いするものです。

３項、特別損失、１目、その他特別損失の１１７万８，０００円の減額につきましては、

収益的収支で補うべき人件費に関して計上すべきところ、当初予算では、資本的収支におけ

る人件費も含めて計上していたことから、今回、収益的収支における人件費のみとする修正

をさせていただきたく、補正をお願いするものでございます。

次に、１６ページ、１７ページをご覧ください。

資本的勘定の資本的収入及び資本的支出について、ご説明いたします。

下段の資本的支出をご覧ください。

１款、資本的支出、１項、建設改良費、１目、建設改良費について、給料、手当、法定福

利費はそれぞれ減額補正となっておりますが、こちらは今年度の職員配置に対して精査を行

ったものです。委託料に関しましては、固定資産整理支援業務で１８０万２，０００円の増

額をお願いするものですが、これは令和５年度の事業量の確定により、業務量が増加したこ

とによるものでございます。工事請負に関しましては、施設の機械設備の更新工事で、瑞穂

浄化センターにおける曝気槽のエアレーション装置更新工事１，５８４万円、本庄処理施設

のし渣脱水機更新工事３０５万１，０００円を主なものとしまして、ほか１２件の更新工事

に対し、合計２，９７５万円の増額をお願いするものです。
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財源としましては、１６ページ、１７ページの上段の資本的収入をご覧ください。

１款、資本的収入、１項、企業債、１目、企業債では３，２２０万円の増額をお願いして

おります。このうち、下水道事業債といたしまして、先ほどの更新工事に係る財源としての

借入分を３，０８０万円の追加を見込んでおります。更新工事２，９７５万円との差額１０

５万円につきましては、建設改良費における人件費及び事務費の財源に充当することとして

おります。

また、先ほどご説明いたしました固定資産整理業務委託料で、１８０万２，０００円の増

額に対する財源として、公営企業法適用に係る起債１８０万円の追加を見込んでおり、下水

道事業債合計で３，２６０万円の増額となっております。

加えまして、令和５年度の起債借入額確定をもちまして、資本費平準化債を精査しまして、

４０万円の減額を見込んでおります。

以上、簡単ではございますが、議案第５８号の補足説明とさせていただきます。

ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（梅原好範君） 補足説明の途中でございますが、これより暫時休憩に入ります。再開

は１０時３０分とします。

休憩 午前１０時１６分

再開 午前１０時３０分

○議長（梅原好範君） 休憩前に引き続き、認定第１号から会議を再開いたします。

谷口会計管理者。

○会計管理者（谷口玲子君） 認定第１号 令和５年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定

についてから、認定第１５号 令和５年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定についてま

で、それぞれ決算書に沿って主なものについて補足説明を申し上げます。

説明が少し長くなりますことをお許しください。

それでは初めに、認定第１号 令和５年度京丹波町一般会計歳入歳出決算です。

１ページ、実質収支に関する調書をお開きください。

令和５年度一般会計決算額は、歳入総額１１５億５，４８１万７７６円で、前年度に比べ

２０８万９，８１４円の増で、ほぼ同額。歳出総額は１１４億８，８４９万６，８３１円で、

前年度に比べ２％の増となりました。歳入歳出差引額は６，６３１万３，９４５円で、翌年

度へ繰り越すべき財源１，９１４万６，０００円を差し引いた実質収支額は４，７１６万７，

９４５円となりました。

次に、１２ページからの事項別明細書をご覧ください。
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それでは、歳入の主なものについて、収入済額を中心に説明いたします。

予算額、調定額等は割愛させていただきます。

１款、町税は、１７億５，４７７万１４８円で、前年度とほぼ同額となりました。

１項、町税のうち、町民税は、５億９，０９６万６１５円で、前年度に比べ０．４％減、

２５０万１５１円の減。個人町民税においては、所得割が大きく減となったことから、９０

１万３，８９８円減となりました。また、法人町民税においては、過年度分の申告や税割額

の高い比率を占める企業が増加したことにより、５．７％、６５１万２，０００円の増とな

りました。

２項、固定資産税は、１０億９１１万１，７５７円で、前年度に比べ０．３％、２５７万

２５５円の増。家屋について、１．６％、５８０万４，１８８円の増。償却資産については、

２．７％の減、１，１９１万６，７５５円の減。滞納繰越分については、１，０３６万５，

４１８円増となりました。

３項、軽自動車税は、６，７４７万２，２８５円で、前年度に比０．５％減となりました。

４項、町たばこ税は、８，７２２万５，４９１円で、前年度に比べ０．６％の増となりま

した。

１３ページ上段に戻っていただきまして、町税の収入未済額は４，７７１万８，３５０円

で、前年度に比べ９８６万７，３９５円の減となりました。不納欠損額は３８２万９，０１

６円で、前年度に比べ７４万８，９５９円の減。個人町民税１３人、固定資産税１１６人、

軽自動車税３５人について、地方税法に基づき処理しました。

町税全体の徴収率は９７．１％で、前年度と比べて０．５ポイントの増となりました。

なお、現年課税分は９９．３％でした。

１２ページ下段の２款、地方譲与税は１億３，００８万円で、前年度に比べ０．６％の増。

１４ページ、３款、利子割交付金は４６万８，０００円で、前年度に比べ８．１％の減。

４款、配当割交付金は１，１５２万４，０００円で、前年度に比べ１５．２％の増。

５款、株式等譲渡所得割交付金は、前年度より４８０万９，０００円の増で、１，１７４

万円となりました。

６款、法人事業税交付金は、前年度より７１６万３，０００円増の３，６１１万１，００

０円の交付となりました。

７款、地方消費税交付金は３億８５３万円で、前年度に比べ０．１％の減。

１６ページ、８款、ゴルフ場利用税交付金は６，６７１万７，１４０円で、前年度に比べ

１％の減。
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９款、自動車取得税交付金は１０３万９，２７８円で、前年度より６６万４，５９８円の

増。

１０款、環境性能割交付金につきましては１，８８７万７，０００円の交付があり、前年

比５．７％の増となりました。

１１款、地方特例交付金につきましては７３４万３，０００円で、前年度に比べ２４９万

４，０００円の増となりました。

１２款、地方交付税は５１万９，８２７万１，０００円、そのうち普通交付税は４５億２，

１５０万円で、前年度に比べ１．５％の減。特別交付税は６億７，６７７万１，０００円で、

前年度に比べ４．５％増。全体では０．８％、４，０２９万１，０００円の減となりました。

１８ページ、１３款、交通安全対策特別交付金は１４８万４，０００円で、前年度に比べ

２８万円の減。

１４款、分担金及び負担金は８６８万２，４３９円で、前年度に比べ２．５％の増となり

ました。１項、１目、（明許繰越分の）災害復旧費分担金、農地・農業用施設災害復旧事業

分担金は３９３万７９１円増加しています。２項の負担金は３７２万３，０８１円の減で、

３目、教育費負担金、学童保育負担金の額改定により、３０８万５，０００円の減となりま

した。

最下段、１５款、使用料及び手数料は１億４５３万１，２８８円で、前年度に比べ０．

２％、２１万８，９０４円の増となりました。

２４ページ、１６款、国庫支出金は９億３，３９７万９，２７８円で、前年度に比べ２０．

６％の減。新型コロナワクチン接種対策費国庫負担金や、公共土木施設災害復旧費負担金、

子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金等が減り、合計２億４，２６０万９，１４９円の大

幅な減額となりました。

２６ページ、最下段、１７款、府支出金は８億８０９万７，０２４円で、前年度に比べ３．

６％の増となりました。１項、府負担金、主に民生費負担金等で６４９万６，９７９円の減。

２項、府補助金、３０ページ、４目、農林水産業費府補助金では、前年度比３，５００万４，

６３３円増の計３億４，４７６万１，０７５円の交付を受けました。

３２ページ、３項、府委託金では、総務費委託金のうち参議院選挙及び京都府知事選挙の

委託金等、また、農林水産業費府委託金、災害に強い森づくり事業委託金等の減額により、

３，８３１万４４円の減となりました。

３４ページ、１８款、財産収入は１億６１０万６，７３４円で、前年度に比べ６．５％の

増。２項、財産売払収入、１目、不動産売払収入、２節、立木売払収入が前年度比１，３０
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２万３１９円増の３，２７５万９，６７６円となりました。

３６ページ、１９款、寄附金は３億７，７５４万５，１１６円で、前年度に比べ６６．

２％の大幅な増加となりました。１項、１目、２節、総務費寄附金、ふるさと応援寄附金は

１万８，４６５件の３億５，７０２万５，１００円で、前年度より１億３，５１５万７，１

０２円の増。企業版ふるさと応援寄附金は７件、２，０３０万円で、前年度より６件、１，

５６０万円の増となっています。

２０款、繰入金は６億２，５２３万８，１１５円で、前年度に比べ１３２．１％の増。２

項、２目、振興基金繰入金では１億７，０００万円を全体的なまちづくりに必要な施策への

充当財源として繰り入れています。ふるさと応援寄附金基金繰入金では２億１，９７１万４，

０００円を繰り入れ、子育て支援や安心安全なまちづくり等、寄附いただいた方の意向に沿

った各事業に充当しています。また、減債基金繰入金では、繰上償還の財源として１億９，

６９４万５，０００円を繰り入れています。

３８ページ、２１款、繰越金は、令和４年度繰越事業財源分の５，２８０万円を含め、２

億８，５００万８，２６７円で、前年度に比べ２８．２％の減となっています。

２２款、諸収入は１億９，６２６万７，９４９円で、前年度に比べ１９．２％の増。

歳入の最後、４４ページ、２３款、町債は総額で５億６，２４０万円で、前年度に比べ１

億９，３００万円の大幅な減となりました。公共施設整備などの大型事業が少なかったため、

大きく減となったものです。

以上、一般会計歳入の説明といたします。

続きまして、歳出です。

主なものについて、予算額、不用額等は割愛させていただき、支出済額を中心に説明いた

します。

また、各会計における人件費の状況は、別冊の事業報告書に掲載していますので、説明は

省略させていただきます。

４８ページ、歳出、事項別明細書をご覧ください。

１款、議会費は８，９６７万１，０００円で、前年度に比べ４０６万７６３円、４．３％

の減となりました。システム改修委託料等の分が減額となっています。

５０ページ、２款、総務費は２０億５，７７０万１２３円で、前年度に比べ１億１，７２

５万４，８３８円、６％の増となりました。令和６年度への繰越額は４，７８６万４，００

０円となっています。

総務費の主なものは、１項、総務管理費、１目、一般管理費では、５４ページ、２４節、
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積立金で、令和５年度に寄附を受けたふるさと応援寄附金３億５，７０２万５，１００円に、

利子分を加えた３億５，７０３万５，０００円をふるさと応援寄附金基金に積み立てました。

令和４年度と比べて１億３，７３２万１，０００円の増となりました。

５６ページ、５目、財産管理費、１２節、委託料では、旧庁舎解体に向けての設計業務、

庁舎などの施設維持管理業務等として４，１４３万５，７５９円を支出しました。１４節、

工事請負費は、令和４年度の旧上豊田保育所下山分園解体撤去工事等の減により約４，９０

０万円が減額となりました。

５８ページ、２４節、積立金では、減債基金積立金３，００１万２，０００円、財政調整

基金積立金１億１，６３０万２，０００円など各基金に合計１億７，６６２万７，０００円

を積み立てました。

６目、企画費、１２節、委託料では、観光、移住、ふるさと応援寄附金等の外需獲得等、

タウンプロモーション業務委託料、プロモーション戦略策定業務委託料として、合わせて２，

０７５万４，４７１円を支出しました。

また、デジタルプラットフォームの構築のためのシステム導入委託料９，９１１万円や、

交流拠点施設の整備設計等に２９４万円を支出しました。

２４節、積立金では、条例の制定により、企業版ふるさと納税基金積立金として７９０万

円を積み立てました。

７目、支所費では、６２ページ、１４節、工事請負費では、令和４年度瑞穂支所の瑞穂保

健福祉センターへの移転のための改修工事分等約２，１００万円分が減額となりました。

９目、諸費では、７節、報償費では、令和４年度京丹波町休業要請対象者支援給付金など、

約９８０万円の減。１２節、委託料では、道の駅「瑞穂の里・さらびき」の再整備のための

設計業務等委託料など２，９５６万３，０００円を支出しました。

１０目、交通対策費では、１８節、負担金、補助及び交付金では、ＪＲ園福線廃止に伴う

路線バス運行支援として２，２６１万７，４３０円を支出。２７節、繰出金では、町営バス

運行事業特別会計へ１億１，１４１万円を繰り出しました。

１１目、地域振興事業費では、６６ページ、１８節、負担金、補助及び交付金で、移住促

進事業として、明日のむら人移住促進事業補助金として２７件、３，００８万４，０００円、

地域にぎわいづくり補助金を２４区に９０８万７，０００円、新婚世帯支援事業補助金に１

件、６０万円を支出しました。

１２目、電算管理費では、１２節、委託料で、ＯＳサポート期限終了に伴うＯＳ更新の対

応等、システム改修委託料として計１，１４０万７，０００円を支出しました。
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７０ページ、２項、徴税費、１目、税務総務費では、７２ページ、２２節、償還金、利子

及び割引料で、過誤納金返還金５４６万９，８５３円を支出。前年度に比べ１９３万５，３

７７円の増となりました。

２目、賦課徴収費では、１２節、委託料で、令和６年度固定資産税の評価替えに向けた固

定資産宅地評価見直し業務委託料として６３４万７，０００円を支出。１８節、負担金、補

助及び交付金で、京都地方税機構負担金として１，２０７万２，６８７円を負担しました。

３項、１目、戸籍住民基本台帳では、７４ページ、１２節、委託料で、システム改修委託

料として計１，０８９万５，５００円を支出しました。

４項、選挙費では、７６ページ、３目、京都府議会議員選挙費で８９７万９，８１９円を

支出しました。

次に、８０ページ下段の３款、民生費は２５億６，５５５万７８８円で、前年度に比べ９，

６６８万８，２６１円、３．９％の増となりました。主な要因としては、物価高騰対応重点

支援給付によるものです。令和６年度への繰越額は１，５５１万３，０００円です。

１項、社会福祉費、１目、社会福祉総務費では、８２ページ、１８節、負担金、補助及び

交付金で、民生児童委員活動補助金１，０５５万１７６円、社会福祉協議会専任職員等補助

金３，４４８万２，０００円など各種補助金を交付しました。

生活・暮らしへの支援として、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金として、住

民税非課税世帯に６，５３７万円を、社会福祉施設等に対する物価高騰対策支援金として６

９件、１，７４１万９，４７２円を、また、物価高騰対応重点支援給付金として、住民税非

課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯、こども加算も含め１億９，４７３万円を支出しまし

た。

２７節、繰出金では１億１，４１６万５，５３２円を国民健康保険事業特別会計へ繰り出

しました。

３目、障害者福祉費では、８４ページ、１２節、委託料で、共同作業所運営委託料２，１

５６万８，８０３円。令和６年度の障害者福祉計画の見直しに向けた障害福祉計画等策定業

務委託料として３３４万４，０００円をはじめ、障害者の地域生活をサポートする各種事業

の委託料として、合計で５，５３４万７０７円を支出。

８６ページ、１９節、扶助費では、合計で５億２，６３８万３，４３８円の支出となりま

した。

４目、老人福祉費では、１２節、委託料で、外出支援サービス事業委託料や食の自立支援

サービス事業委託料など、合計２，４２０万２，５８８円を支出。
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１８節、負担金、補助及び交付金では、シルバー人材センター運営補助金に７００万円、

後期高齢者広域連合に対し、後期高齢者医療共通経費負担金として５９２万４，２１６円、

後期高齢者医療給付費負担金２億２，３５６万１，５５５円などを支出しました。

２７節、繰出金では、合計４億４，６０３万３，６９４円を支出。そのうち、介護保険事

業特別会計の事業勘定と老人保健施設サービス勘定へ３億６，３３２万５，０１７円、後期

高齢者医療特別会計へ事務費分、保険基盤安定分、保健事業分合わせて８，２７０万８，６

７７円を繰り出しました。

２項、児童福祉費では、９０ページ、１２節、委託料では、ファミリー・サポート・セン

ター事業委託料に５０７万３，０００円を支出しました。

１８節、負担金、補助及び交付金では、ページをめくっていただき、上段、子育て世帯へ

の支援として、すこやか子育て支援金１，２５５万円、住民税均等割が非課税世帯に対し、

子育て世帯特別給付金８４５万円を支出しました。

１９節、扶助費では、すこやか子育て医療給付費１，８２５万３，９６９円、京都子育て

医療給付費２７８万５，７１９円、高校生等医療給付費２７２万８，０５１円のほか、児童

手当１億２，０１５万円、障害児通所給付費等扶助費１，６９１万１，８７０円など、合計

１億６，１８６万８，１８０円を支出しました。

また、２目、母子父子福祉費、１９節、扶助費では、ひとり親家庭医療給付費として６０

０万７８２円を支出しました。

３目、こども園費では、３つのこども園の運営に要する経費として、総額４億３６１万６，

９６０円を支出しました。令和６年３月１日現在の在園児数は２３５人で、そのうち従前の

幼稚園利用児童に相当する教育・保育認定区分１号認定の園児数は２５人でした。

次に、９６ページの４款、衛生費は１７億４，０９０万３，８３８円で、前年度に比べ３，

６０４万７，２５９円、２．１％の増となりました。令和６年度への繰越額は６００万円と

なっています。

１項、保健衛生費では、特定健診をはじめとする各種健診、健康相談事業、新型コロナワ

クチンなどの各種予防接種事業や医療施設の運営に係る経費などに総額７億７，２４０万１，

９０８円を支出。各種検診は、２目、保健事業費、１００ページ、１２節、委託料で、がん

検診等も含め検査検診委託料として４，８１８万７，８４８円を、特定健診委託料として９

３４万８，０７６円をそれぞれ支出しました。ウェルネス京丹波事業では、第２次自殺対策

計画策定支援業務委託料として４５１万円を支出、このほか、心の健康相談支援事業をはじ

め、健康教育や健康相談等を実施しています。
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１８節、負担金、補助及び交付金では、子育て世帯への支援として、妊娠届時に５万円を

支給する出産応援交付金、出産時に５万円を支給する子育て応援給付金、合わせて３２０万

円を支出しました。

３目、予防費は、総額１億２，３７０万４，５７４円を支出し、そのうち、新型コロナワ

クチン予防接種事業に７，２９７万５，０６７円を支出しました。

４目、環境衛生費では、１０４ページ、１８節、負担金、補助及び交付金で、個人設置浄

化槽１４基に対し、合併浄化槽設置補助金４８１万２，０００円や、２７節、繰出金では、

浄化槽市町村整備推進事業分として５，５０９万３，０００円を下水道事業特別会計へ繰り

出しました。

５目、診療所費では、１８節、負担金、補助及び交付金で、医療施設の運営に係る経費と

して、南丹病院負担金１，９０７万２，０００円。京丹波町病院と各診療所の運営に係る病

院事業会計運営補助金２億８，３２１万７，０００円。企業債利子償還金の補助金として５

４５万９，９６９円などを支出。

２３節、投資及び出資金では、企業債元金償還金の財源として２，３１９万４，２９５円

を出資しました。

１０６ページ、２項、清掃費では、塵芥処理費及びし尿処理費として３億８，９４８万５，

９３０円を支出。

衛生費から支出します船井郡衛生管理組合分担金につきましては、少し戻りまして、９９

ページ、１８節、負担金、補助及び交付金の火葬場維持管理分１，８４９万８，０００円、

１０９ページ、１８節、負担金、補助及び交付金、塵芥処理分２億７８３万１，０００円、

その下、２目、し尿処理費において、し尿処理分１億１，１６２万１，０００円で、総額３

億３，７９５万円となりました。

３項、上水道費では、水道事業会計へ運営経費に要する補助金や建設改良に要する出資金

など、５億７，９０１万６，０００円を支出しました。

次に、１０８ページ、５款、労働費では、事務経費として１万８，５１３円を支出しまし

た。

６款、農林水産業費は１２億３，９７７万４，８７０円で、前年度に比べ６，８４１万４，

７８０円、５．８％の増となりました。令和６年度への繰越額は１億７０６万５，０００円

となっています。増となった主な要因といたしましては、農林振興費の耕種農家緊急支援交

付金、農地費の農業用施設整備工事、林業振興費の丹波くり栽培機材等支援事業補助金など

の増によるものです。
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１項、農業費は、９億６，８１５万５，３０１円の支出で、主なものとして、１１２ペー

ジからの３目、農業振興費、有害鳥獣対策事業では、７節、報償費で、鹿１，９８０頭、イ

ノシシ２３３頭などの捕獲に対する有害鳥獣捕獲報奨金４，３８１万９，４００円。クマ対

策特別報償７万６，８００円。狩猟期の鹿捕獲に対するシカ捕獲強化事業奨励金８３万２，

０００円。１２節、委託料で、１１５ページ上段、京丹波町猟友会への有害鳥獣捕獲委託料

２００万円。鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業委託料３１４万円。有害鳥獣捕獲個体処理委

託料１，７０５万１，５６６円の支出。１５節、原材料費で、有害鳥獣被害防止施設資材費

１，０７８万２，２００円。１８節、負担金、補助及び交付金では、金網フェンス、電気柵

設置など１５団体に対し、有害鳥獣被害防止施設設置事業補助金６１１万円など、有害鳥獣

対策事業全体で８，９２７万６，９５１円を支出しました。このほか、負担金、補助及び交

付金としては、農業機械導入補助金として１５団体に１，３８０万６，０００円。中山間地

域等直接支払交付金は、協定面積９０８ヘクタールを対象に１億８３３万９４９円を支出。

地域農業の中心的役割を担う京丹波農業公社と和知ふるさと振興センターに対し、農業公社

運営補助金として合わせて３，１０１万円。地域の共同活動を支援する多面的機能支払交付

金８，０２６万３，１４１円を支出。また、今後の農業を担う経営体の育成・確保を図るた

めの機械導入に対し、経営体確保・育成事業補助金として１６経営体に２，４６８万円。農

業次世代人材投資事業補助金として、新規就農者１１名と１組に対し１，７５５万円を交付

しました。また、肥料等農業用資材価格の高騰に対する支援として、耕種農家緊急支援交付

金２，８５３万８，８００円を支出しました。

１１６ページ、４目、畜産業費では、１８節、負担金、補助及び交付金で、畜産農家と耕

種農家との連携による堆肥の利用拡大や農産物や飼料の生産性の向上を図るため、堆肥によ

る土づくり事業補助金４２５万８６０円。また、飼料価格高騰に対する支援として、畜産農

家緊急支援交付金２１件、２，７００万４，０５０円を支出しました。

５目、農地費では、１１８ページ、１２節、委託料の農業用ため池の維持管理に係る測量

設計業務委託料として３，０７０万１，０００円を支出。１８節、負担金、補助及び交付金

では、農林漁業事業補助金として、農道舗装や農業用水路の修繕など２０件に８１２万８，

０００円を交付しました。

２７節、繰出金では、下水道事業特別会計へ農業集落排水事業分として２億１，１３９万

８，０００円を繰り出しました。

７目、農村情報施設管理費では、１２２ページ、１２節、委託料で、ケーブルテレビ設備

更新作業委託料として、自主放送番組制作機器更新に１，０６９万２，０００円を支出しま
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した。また、１８節、負担金、補助及び交付金では、ケーブルテレビ民営化補助金２，２２

０万円を支出しました。

次に、２項、林業費です。

支出総額は２億７，０１６万６，５６９円。主なものとして、１２４ページ、２目、林業

振興費、１２節、委託料で、林業イノベーション促進事業委託料１，２２９万５，８００円。

森林境界明確化業務委託料として１，２２４万１，９００円。公有林整備事業委託料として、

主伐、間伐、作業道開設、再造林、防護柵設置などを実施し、５，２４９万２，９６３円を

支出しました。また、１４節、工事請負費では、林道月ヒラ長老線の開設工事に６，４１７

万７，３００円を支出しました。１８節、負担金、補助及び交付金では、丹波くり振興対策

として、丹波くり新植・改植事業補助金３１６万６，０００円。丹波くり栽培機材等支援事

業補助金１，０７８万５，０００円などを支出しました。

１３０ページ中段、７款、商工費は２億３，７６５万２，２４３円で、前年度に比べスー

パープレミアム商品券事業補助金の減などにより、１億１，９７５万１，２１３円、３３．

５％の大幅減となりました。

１３２ページ、１項、商工費、２目、商工振興費では、１２節、委託料で、地域商社ふる

さと産品販路開拓支援事業委託料として１，０００万円を支出。１８節、負担金、補助及び

交付金では、商工会小規模事業経営支援事業補助金に１，９４７万１，０００円。中小企業

等省エネ設備導入支援金１，４１０万７，０００円を支出しました。

３目、観光費では、１３４ページ、１２節、委託料で、わち山野草の森管理運営委託料２，

０００万円。特産館「和」指定管理料２，０００万円。京丹波まるごと交流型観光推進事業

や京丹波ロケ誘致事業などの企画運営委託料に２，２１７万６，３５０万円などを支出。

１３６ページ、１８節、負担金、補助及び交付金では、森の京都市町村負担金として６５

２万６，０００円。質志鐘乳洞公園管理運営補助金として１，３００万円。観光協会の運営

を支援するため町観光協会運営補助金として６００万円。京丹波まるごと交流型観光推進事

業などの商工観光補助金に３０２万３，０００円などを支出しました。

８款、土木費は７億８，６０３万２，９８９円で、前年度に比べ２，３４８万３，５８２

円、３．１％の増となりました。令和６年度への繰越額は１億３，２４９万円となっていま

す。

２項、道路橋りょう費、１３８ページ、２目、道路維持費では、１２節、委託料で、幹線

町道において冬季道路除雪を１１業者に委託し６２１万２，８００円の支出。１４節、工事

請負費の道路修繕工事費では１１路線の舗装工事ほか、のり面、路肩の修繕、土砂、支障木



－３７－

の撤去等を行い３，５２３万３，０００円、３路線の交通安全施設整備工事を実施し２４８

万５００円。通学路等交通安全対策工事として４７８万８，３００円を支出しました。

１４０ページ、１８節、負担金、補助及び交付金の認定外道路整備事業補助金では、８件

で３１７万５，０００円を交付しました。

３目、道路新設改良費では、１２節、委託料で、測量設計監理業務等委託料として、橋梁

点検業務委託料ほか、町道蒲生野中央線や蒲生野排水路整備事業に伴う設計業務など９件、

５，５８４万３，９００円を支出。１４節、工事請負費では１億９，９４４万９，５００円

を支出。社会資本整備総合交付金を活用した安栖里鐘打線や町道水原上大久保線等の町単独

事業を合わせて１７件の改良工事を実施しました。

１６節、公有財産購入費では、井壁谷線など整備に必要となる事業用地の取得を行い９０

１万７，４０５円を支出。１８節、負担金、補助及び交付金では、一級河川高屋川改修事業

に伴う藤ケ瀬橋改築工事に係る協定負担金として４，８２１万３，８７２円を支出。２１節、

補償、補塡及び賠償金では、蒲生野中央線ほか３路線で物件等補償費として１，５２２万６，

０８０円を支出しました。

３項、河川費、１目、河川総務費では、１４３ページ上段、７節、報償費で、河川除草作

業の謝礼９５６万３，９３０円を、１４節、工事請負費では、３河川の修繕工事に１，７５

３万７００円などを支出しました。

１４４ページ、５項、下水道費では、下水道事業特別会計へ特定環境保全公共下水道事業

分として２億３，９８５万７，０００円を繰り出しました。

６項、住宅費では、１０節、需用費において７２件の町営住宅の修繕を行い、７６４万８，

４９９円を支出。１８節、負担金、補助及び交付金では、木造住宅耐震改修補助金として４

００万円、住宅改修補助金として８３件、５０５万４，０００円を支出しました。

次に、１４６ページ、９款、消防費は４億３１５万２，６００円で、前年度に比べ１，１

１２万２，８８９円、２．７％の減となりました。

１項、消防費、１目、常備消防費では、１８節、負担金、補助及び交付金において、京都

中部広域消防組合負担金２億８，７１７万５，０００円を支出。２目、非常備消防費では、

１節、報酬で、消防団員報酬として２，６０４万９，８３３円。７節、報償費では、３２名

の退団者に対して消防団員退職報償１，５３７万６，０００円を支出しました。

なお、令和６年３月３１日現在の消防団員数は６９４名でした。

１４８ページ、３目、消防施設費では、１７節、備品購入費において、丹波支団第３分団

第２部の消防車両小型動力ポンプ付積載車１台を１，１２２万円で更新しました。
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４目、防災費、１２節、委託料では、地域防災計画策定業務委託料５８３万円を支出しま

した。

次に、１５０ページ、１０款、教育費は７億８，６４７万６，７３６円で、前年度に比べ

５，８９４万６，８３９円、７．０％の減となりました。令和６年度への繰越額は１，３３

７万２，０００円となっています。

１項、教育総務費では、教育委員会費、事務局経費、学童保育事業、育英資金給付事業特

別会計への繰出しや情報化推進費に総額で２億８，８４８万２，６６７円を支出しました。

２目、事務局費、１５２ページ、１２節、委託料では、測量設計監理業務等委託料５９９

万８，３００円などを支出しています。

１５４ページ、３目、育英費では育英費支給のため、育英資金給付事業特別会計に２９８

万６，０００円を支出。

４目、情報化推進費では、１２節、委託料で、ＧＩＧＡスクール構想に基づく８５８台の

学習系端末等保守委託料として３，６３９万９，３０４円。１３節、使用料及び賃借料で、

校務系システム機器及び高速カラー複合機に３，２３０万１，５３３円を支出しました。

２項、小学校費では、総額１億３，４７０万１，４４８円を支出しました。

１目、学校管理費、１５６ページ、１４節、工事請負費では、丹波ひかり小学校教室照明

改修工事、和知小学校照明器具取替工事に計１２６万６，８１５円を支出しました。

１５８ページ、２目、教育振興費では、１節、報酬で、学習支援員や読書支援員等の会計

年度任用職員報酬２，１５１万５，９１４円を支出。

１６０ページ、１９節、扶助費で、要保護・準要保護就学援助費や特別支援教育就学奨励

費として計１，２７４万７８９円を支出しました。

３項、中学校費では、９，６１８万４，７３９円を支出しました。

１目、学校管理費、１６２ページ、１４節、工事請負費では、瑞穂中学校空調設備新設工

事、蒲生野中学校通級教室改修工事を実施し、５２６万９，６６０円を支出しました。

２目、教育振興費では、１節、報酬において、小学校と同様、学習支援員や読書支援員に

加え、部活指導員等に会計年度任用職員報酬として計１，００１万７，６５７円を支出。生

徒の学力向上に向け取り組みました。

１６４ページ、１８節、負担金、補助及び交付金では、瑞穂中学校のホッケー全国大会の

出場への補助金として１６１万４，９２６円。ほか、クラブ活動や通学バス補助金として計

４８９万１，５５２円。

１９節、扶助費では、要保護・準要保護就学援助費や特別支援教育就学奨励費として計１，
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０５０万８，０３２円を支出しました。

４項、社会教育費では、１億１８万８，１７５円を支出しました。

１目、社会教育総務費、７節、報償費では、京丹波町民大学の講師謝礼ほか、ふるさと体

験資料館運営委員報償等、計３４２万２，５７１円を支出しました。京丹波町民大学では、

２６講座を開講し、対面での参加者は延べ１，１５１名となりました。

１６６ページ、１２節、委託料で、測量設計監理業務等委託料１，１７１万８，３００円。

また、１８節、負担金、補助及び交付金で、社会教育の発展を図るため、女性の会や青少年

育成協会などの活動助成とし、合計２１５万２，１８８円を交付しました。

２目、公民館費では、公民館活動や施設の維持管理経費などに総額３，１９２万９，３６

２円を支出しました。１節、報酬では、公民館長等の報酬１２１万９１８円、会計年度任用

職員報酬４０９万７，４５６円を支出。前年度比１，４８８万３，５４１円の減となってい

ます。

１６８ページ、１４節、工事請負費では、受変電設備改修工事３０２万９，４００円を支

出しました。

３目、図書館費では、どこでも図書館構想の取組を一層推進するため、令和５年度から新

たに図書館費の科目を設け、会計年度任用職員の報酬１，６０７万２，０３３円、図書購入

費６０２万８，３４８円などを支出しました。

４目、文化財保護費では、１７２ページ、１８節、負担金、補助及び交付金で、貴重な文

化財を継承するため、６団体に社寺等文化資料保全補助金２９４万１，０００円を支出しま

した。

５項、保健体育費では、１，７１１万９，４０１円を支出しました。１目、保健体育総務

費では、町民の皆さんの健康づくりのため、ウェルネス京丹波事業を実施しており、１７４

ページ、１３節、使用料及び賃借料では、ウオーキングアプリサービス利用料として１３４

万２，０００円を支出しています。１８節、負担金、補助及び交付金では、スポーツの振興

や競技力の向上、コミュニティーの推進を目的としてスポーツ協会に補助金３７０万円を交

付しました。

６項、学校給食費では、人件費、賄材料費を主なものとして、全体で１億４，９８０万３

０６円を支出しました。

続いて、１７８ページ、１１款、災害復旧費では、５，０１５万２，６９０円を支出しま

した。１目、農地・農業施設災害復旧事業費、１４節、工事請負費として１，１５１万８，

５００円を支出し、２目、林業施設災害復旧事業費では、１２節、委託料で、丹波美山線災
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害測量設計業務として１２１万円の支出。１４節、工事請負費として１，６７４万７，５０

０円を支出。１８節、負担金、補助及び交付金で、災害復旧事業補助金を２０件、５４７万

８，０００円を支出しました。

１８０ページ、１２款、公債費は１５億３，１４１万４４１円で、前年度に比べ１億６，

１２７万４２４円、１１．８％の増となりました。繰上償還の実施に伴うものです。

以上で、一般会計の説明を終わります。

次に、認定第２号 令和５年度京丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算です。

１８２ページをお開きください。

歳入総額１７億４，９１３万８，８５６円で、前年度に比べ２．６％の減。歳出総額１７

億４，４８９万７，５７８円で、前年度に比べ２．６％の減。歳入歳出差引額、実質収支額

ともに４２４万１，２７８円となりました。

国民健康保険事業の加入状況につきましては、世帯数で１，９８０世帯、町世帯数の３２．

２％、被保険者数は２，９７７人、町人口の２３．７％となっています。

１８９ページ、事項別明細書をご覧ください。

歳入です。

１款、国民健康保険税は２億６，２２２万８，４０６円で、前年度に比べ５．４％の減と

なりました。収納率は、過誤納付の保険税を除いた現年度分で９７．４％、過年度分で３０．

９％となりました。

なお、地方税法に基づき、１８人分、１３３万１，１００円を不納欠損として処理しまし

た。

１９１ページ、４款、府支出金は１３億６，７９１万１，０００円で、前年度より１．

３％、１，７８６万２，０００円の増。

６款、繰入金は１億１，４１６万５，５３２円で、前年度に比べ１２．７％、１，６５５

万５，１４６円の増。２項、基金繰入金は、国保財政調整基金からの繰入れですが、令和５

年度は、ございませんでした。

次に、１９７ページ、歳出です。

中段からの２款、保険給付費は１２億９，９９７万５，４３９円で、前年度に比べ０．

１％の増となりました。療養給付費における１人当たりの医療費は４１万４，１５３円で、

前年度に比べ４万９，９７９円の増となりました。

１９９ページ、３款、国民健康保険事業費納付金は３億８，９１１万３，６０４円で、前

年度に比べ７．１％の減。そのうち、２０１ページ、１項、医療給付費分は２億５，６１３
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万２，６８８円。２項、後期高齢者支援金等分は９，９３９万３，６９８円。３項、介護納

付金分は３，３５８万７，２１８円でした。

５款、保健事業費は２，５１８万４，９２２円で、前年度に比べ２８．２％の減となりま

した。１項、１目、疾病予防費、１８節、負担金、補助及び交付金で、人間ドック助成金１

４５件、４３９万９，１１８円の支出。その他保健事業費では、疾病予防や特定健診などに

係る一般会計への繰出金を合計で１，４１７万１１５円を支出しています。

２０５ページ、８款、諸支出金は２，０８２万８，７５０円で、前年度に比べ２７．３％

の減となりました。

２０７ページ、３項、繰出金では、京丹波町病院事業会計へ１，９５３万６，０００円を

繰り出しました。

以上、国民健康保険事業特別会計の説明といたします。

次に、認定第３号 令和５年度京丹波町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算です。

２０９ページをお開きください。

歳入総額２億８，２７４万８，９００円で、前年度に比べ３．６％の増。歳出総額２億７，

８０３万４，７３４円で、前年度に比べ３．７％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに

４７１万４，１６６円となりました。令和６年３月３１日現在の被保険者数は３，３１３人

でした。

２１４ページ、事項別明細書をお願いします。

歳入です。

１款、保険料は、特別徴収、普通徴収合わせて１億９，３７５万４，１４３円、前年度に

比べ３．８％の増となりました。過誤納付の保険料を除いた現年度分の徴収率は９９．４％

でした。

なお、不納欠損は、１人分、５５万６，００９円を法令に基づき処理しました。

３款、繰入金は、一般会計繰入金８，２７０万８，６７７円で、内訳としましては、事務

費繰入金２２７万２，９７５円、保険基盤安定繰入金７，８１９万５，６７０円、保健事業

費繰入金２２４万３２円となっています。

次に、２１８ページからの歳出です。

２款、後期高齢者医療広域連合納付金では、保険料等負担金として１億９，３９８万７，

１２６円、保険基盤安定負担金として７，８１９万５，６７０円を支出しました。

３款、保健事業費では、２２０ページ、１８節、負担金、補助及び交付金において、人間

ドック助成金９１件、２７７万１，６５２円を支出しました。
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以上、後期高齢者医療特別会計の説明といたします。

次に、認定第４号 令和５年度京丹波町介護保険事業特別会計事業勘定歳入歳出決算です。

２２２ページをお開きください。

歳入総額２１億９，９５４万１，４０４円で、前年度に比べ０．９％の減。歳出総額２１

億４，８７７万５，４７９円で、前年度に比べ０．３％の増。歳入歳出差引額、実質収支額

ともに５，０７６万５，９２５円となりました。

介護保険の状況は、令和６年３月３１日現在で、第１号被保険者５，６４０人、総人口に

占める割合は４４．８％でした。

また、要介護認定者数は、第１号・第２号被保険者を合わせて１，０８４人、居宅介護サ

ービス受給者は５６２人で、認定者の５１．８％、地域密着型サービス受給者は１８９人で、

認定者の１７．４％、施設介護サービス受給者は２６０人で、認定者の２４．０％となりま

した。

２２７ページ、事項別明細書をお開きください。

歳入です。

１款、保険料は３億７，５６８万９，０００円で、前年度に比べ０．９％の減となりまし

た。過誤納付保険料を除いた現年度分の実質収納率は９９．８％でした。

なお、介護保険法に基づき、２０人分、７０万３，１００円を不納欠損として処理しまし

た。

３款、国庫支出金は５億８，４６２万７，２３０円、２２９ページ、４款、支払基金交付

金は５億５，２９６万７，０００円、５款、府支出金は３億１，１０６万５，２３７円とそ

れぞれ交付がありました。

７款、繰入金は２億９，８４２万５，０１７円で、一般会計から介護給付費や地域支援事

業の負担分、低所得者に対する保険料軽減措置分などを繰り入れました。

次に、歳出です。

２３５ページ下段の２款、保険給付費は１９億３，３１１万３，２３２円で、前年度比４，

１７６万４０６円、２．１％の減となりました。１項、介護サービス等諸費では、１目、居

宅介護サービス給付費が前年度に比べ約８５７万円減の５億５，２７３万１３７円。２目、

地域密着型介護サービス給付費は、前年度に比べ約５６４万円減の３億１，３７７万４，１

７５円。３目、施設介護サービス給付費は、前年度に比べ約１，９７５万円減の８億３，５

６９万３，６４４円。

２３９ページ、５項、特定入所者介護サービス等費も、前年度に比べ約３，６００万円減
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の７，１４１万６，７９４円の支出となり、保険給付費全体では前年度を下回る支出となり

ました。

３款、地域支援事業費では、１項、一般介護予防事業費において、２４２ページ、１２節、

委託料で、地域住民グループ支援事業委託料１２７万２，４１９円。２項、１目、介護予

防・生活支援サービス事業費、１２節、委託料で、ミニデイサービス事業委託料６１５万９，

８７１円。２４３ページ、４項、１目、包括的支援事業費、１２節、委託料で、生活支援コ

ーディネーター設置事業委託料１，６９３万１７２円など、地域支援事業に総額５，２９６

万３２８円を支出し、介護予防に努めました。

２４５ページ、４款、基金積立金では、介護保険給付費準備基金に５，４３９万１，００

０円を積み立てました。

以上、介護保険事業特別会計事業勘定の説明といたします。

次に、令和５年度京丹波町介護保険事業特別会計サービス事業勘定歳入歳出決算です。

２４７ページをお開きください。

歳入総額６８８万７，５０１円で、前年度に比べ２．５％の増。歳出総額３４８万４２０

円で、前年度に比べ３．８％の減。歳入歳出差引額、実質収支額ともに３４０万７，０８１

円となりました。

２５２ページ、事項別明細書をご覧ください。

歳入です。

１款、サービス収入では、居宅支援サービス計画費収入として、委託、直営合わせて７９

７件、３６２万４，２４０円でした。

２５４ページ、歳出では、２款、事業費で、介護予防サービス計画作成委託料として、町

内７事業者、町外２事業者に２５６万２，６００円を支出しました。

以上、介護保険事業特別会計サービス事業勘定の説明といたします。

次に、令和５年度京丹波町介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定歳入歳出決算

です。

２５６ページをお開きください。

歳入総額１億４，７４５万７，３１５円で、前年度に比べ２．１％の増。歳出総額１億４，

６３７万６，６１７円で、前年度に比べ２．１％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに

１０８万６９８円となりました。利用状況は、入所の利用者数が延べ５，６４８人で、前年

度に比べ８９人の増となりました。

２６１ページ、事項別明細書をお願いいたします。
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歳入です。

１款、サービス収入は、１項、介護給付費収入、１目、居宅介護サービス費収入９７０万

４，６２８円。２目、施設介護サービス費収入５，３２１万７，４２０円。３項、自己負担

金収入１，７８３万３，８８９円などを合わせ８，０７５万５，９３７円の収入となりまし

た。

３款、繰入金は、前年度に比べ１５０万円増の６，４９０万円を一般会計から繰り入れま

した。

２６３ページ、６款、府支出金では、京都府より医療機関・社会福祉施設等経営改善支援

事業補助金１５万円の交付を受けています。

次に、２６５ページからの歳出です。

１款、総務費では、医師、看護師、介護支援専門員等の人件費及び施設運営経費として、

特殊浴槽の更新などに１億２，７０４万６，８６８円を支出しました。

２６７ページ、２款、介護サービス事業費では、医薬材料費、給食業務委託料、機器物品

等借上料など１，９３２万９，７４９円を支出しました。

以上、介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定の説明といたします。

次に、認定第５号 令和５年度京丹波町下水道事業特別会計歳入歳出決算です。

２６９ページをお開きください。

歳入総額８億７，５８６万３，３７９円で、前年度に比べ０．４％の増。歳出総額８億９

８万６，１０４円で、前年度に比べ８．１％の減となりました。歳入歳出差引額７，４８７

万７，２７５円、翌年度へ繰り越すべき財源７０万円を差し引いた実質収支額は７，４１７

万７，２７５円となりました。令和６年度への繰越額は３００万円です。

なお、残額につきましては、今年４月１日より地方公営企業法が適用されたことに伴い、

打ち切り決算を行い、特別会計を廃止し、同法の規定による事業会計へ引き継いでおります。

また、京丹波町の下水道の状況は、下水道接続率９４％、浄化槽整備率７８％となってい

ます。

２７４ページ、事項別明細書をお願いします。

歳入です。

１款、分担金及び負担金では、新規加入分担金として、特定環境保全公共下水道事業５件、

合計３６３万円の収入がありました。

２款、使用料及び手数料、１項、使用料は、５つの事業を合わせて２億３,３６３万２，

９９２円。打切り決算の関係から、前年度に比べ２，２３２万６，０３８円、８．７％の減
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となりました。

また、地方自治法に基づき、合計１，２３８件、２３６人分、３，９２４万８，６１１円

不納欠損の処理をしています。

２７６ページ、５款、繰入金では、一般会計からそれぞれの事業に総額５億６３４万８，

０００円を繰り入れました。

８款、町債は、公営企業会計適用債など１億２，９４０万円でした。

次に、２８０ページからの歳出です。

１款、総務費では、主に人件費などに２，７７７万７，５５６円を支出しました。

２款、下水道費は２億６，８１４万２，５１０円を支出。主なものとしては、１項、農業

集落排水費、１目、施設整備費の１４節、工事請負費では、工事費等に６１８万７，０００

円を支出しました。２目、施設管理費では、処理場１８か所などの維持管理経費として総額

８，０６４万３，５８９円を支出しました。

２８４ページ、２項、公共下水道費では、処理場４か所などの維持管理経費等、総額９，

２９６万９，０８０円を支出しました。

２８６ページ、３項、浄化槽市町村整備推進施設費では、町管理浄化槽１，３９７基の維

持管理経費として総額８，７４２万６，７８２円を支出しました。

２８８ページ、３款、公債費では、元金、利子合わせて５億５０６万６，０３４円を償還

しました。

以上、下水道事業特別会計の説明といたします。

次に、認定第６号 令和５年度京丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算です。

２９０ページをお開きください。

歳入総額、歳出総額ともに６，７０８円で、歳入歳出差引額、実質収支額ともにゼロ円と

なりました。

２９５ページ、事項別明細書の歳入では、１款、財産収入で、土地開発基金利子６，７０

８円の収入。２９７ページ、歳出では、土地開発基金に同じく６，７０８円を繰り出しまし

た。

以上、土地取得特別会計の説明といたします。

次に、認定第７号 令和５年度京丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算です。

２９９ページをお開きください。

歳入総額５９５万６，４９１円で、前年度に比べ２．１％の増。歳出総額５９５万６，０

００円で、前年度に比べ２．１％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに４９１円となり
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ました。

３０４ページ、事項別明細書、歳入では、３款、繰入金で、一般会計から２９８万６，０

００円、基金から２９７万円を繰り入れました。

３０６ページ、歳出では、２款、育英費、１８節、負担金、補助及び交付金において、高

校生から大学生まで４２人に対し５９４万円を支給しました。

以上、育英資金給付事業特別会計の説明といたします。

次に、認定第８号 令和５年度京丹波町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算です。

３０８ページをお開きください。

歳入総額１億４，３２３万５，４７９円で、前年度に比べ４．１％の増。歳出総額１億４，

２７３万６９０円で、前年度に比べ４％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに５０万４，

７８９円となりました。利用状況につきましては、運行日数が３５９日で乗客数は１０万１，

０９４人でした。

３１３ページ、事項別明細書をご覧ください。

歳入です。

１款、事業収入は１，５０４万２，４００円で、運賃収入が４４９万７，８５０円。小中

学生のスクールバスとしての受託収入が１，０５４万４，５５０円でした。

３款、繰入金は、一般会計から１億１，１４１万円を繰り入れ、６款、町債では、バス購

入事業債１，３７０万円を借り入れました。

次に、３１７ページ、歳出です。

１款、事業費では、バス運転手等の人件費、バスの燃料費や車検等の修繕料など１４路線、

バス車両２０台の運行経費や更新車両１台のバス購入費１，３７３万９，０００円など、合

計１億３，８００万６，８９２円を支出いたしました。

３１９ページ、２款、公債費では、元金、利子合わせて４７２万３，７９８円を償還しま

した。

以上、町営バス運行事業特別会計の説明といたします。

○議長（梅原好範君） 谷口会計管理者、一旦自席にお戻りください。

補足説明の途中ですが、これより暫時休憩に入ります。再開は１３時１０分といたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時１０分

○議長（梅原好範君） それでは、休憩前に引き続き補足説明を再開いたします。

谷口会計管理者。
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○会計管理者（谷口玲子君） 続きまして、財産に関する調書について、主なものを説明いた

します。

まず、公有財産です。

３２３ページをお開きください。

行政財産の（１）土地及び建物の土地ですが、その他の行政機関で６４０平方メートル増

加しています。篠原駐在所の移設に伴うものであり、移設先分として公共用財産から７６２

平方メートル増加し、建物のあった土地１２２平方メートルは、普通財産に異動しています。

公共用財産では、１，６１６平方メートル減少しています。篠原駐在所の移設に伴う減少

及び国保京丹波町病院の医師住宅用地分の減少によるものです。

次に、３２５ページ、普通財産です。

まず、（１）土地及び建物で、土地で１２２平方メートルの増。これは、篠原駐在所の移

設に伴い行政財産から異動したものです。

次に、普通財産の（２）山林です。

面積の増減はなく、立木の推定蓄積高において、大迫地区における伐採等により１，７１

２立方メートルの減少。分収林で自然増による５３立方メートルの増加となりました。

続いて、３２８ページ、２、物品です。令和５年度中の増減で、最上段、車両・船舶類に

つきましては、車両を７台取得し、１０台を廃車したことから、３台の減少となっています。

事務用機械器具類につきましては、紙折り機の入替え、ケーブルテレビ用の機材８台、複合

機の購入で合計９台の増加となっています。医療・衛生器具類は、介護療養型老人保健施設

の介護用シャワー入浴装置の購入で１増。軽機械・用具類は、保冷冷蔵庫及び牛乳保冷庫の

入替え、給食用の急速冷却器の購入で１増。室内用品器具類は、子育て支援センター設置に

伴うパーティション購入により１増となりました。

続いて、３２９ページ、４、基金です。

一般会計の基金は財政調整基金で１億１，６３０万２，０００円を積み立て、令和５年度

末現在高は１７億８，９７０万７，５８２円となりました。振興基金では１億７，０００万

円を取り崩し、３，５１０万５，０００円を積み立て、令和５年度末現在高は９億９，５８

０万１，０００円。減債基金は１億９，６９４万５，０００円を取り崩し、３，００１万２，

０００円を積み立て、令和５年度末現在高は１億２，４０３万７，９５２円となりました。

そのほか、過疎地域持続的発展特別基金は１，６２３万１，０００円を取り崩し、９，００

０円を積み立てました。ふるさと応援寄附金基金では２億１，９７１万４，０００円を取り

崩し、寄附いただいた方の意向に沿った各事業に充当しております。また、令和５年度分の
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寄附金分と利子分を合わせた３億５，７０３万５，０００円を積み立てました。令和５年度、

新たに企業版ふるさと納税基金を創設し、７９０万円を積み立てました。森林環境譲与税基

金につきましては、７８９万９，０００円を取り崩し、２，０００円を積み立てました。

一般会計全体では６，４３６万７，０００円の減。特別会計では全体で５，２１６万４，

２９０円の増。全ての会計を合わせた令和５年度末現在高は４５億５００万９，９０３円と

なりました。

以上、財産に関する調書の説明といたします。

続いて、財産区特別会計の説明に移ります。

なお、各財産区の財産に関する調書は説明を省略させていただきますので、ご了承くださ

い。

まず、認定第９号 令和５年度京丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算です。

３３１ページをお開きください。

歳入総額１２４万４，２０１円、歳出総額１０１万２，９０３円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに２３万１，２９８円となりました。

３３６ページ、事項別明細書をご覧ください。

歳入、１款、財産収入では、須知地区の駐車場貸付料や携帯電話通信施設敷地料など須知

地区、竹野地区合わせて４０万６，６５３円の収入がありました。２款、寄附金では、須知

地区で財産区域内の各区から管理運営寄附金３５万３，５００円。３款、繰入金では、竹野

地区で１８万５，０００円を財政管理調整基金から繰り入れました。

３４０ページ、歳出です。

１款、総務費、１項、須知地区、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬８万７，

０００円。敬老祝賀式補助金や区長会運営補助金に３０万円。２目、財産管理費では、管理

地の支障木伐採や除草作業委託料に９万９，６６０円など、須知地区では８２万４，４０４

円を支出。２項、竹野地区では、１目、一般管理費で、財産区管理会委員報酬３万７，５０

０円、委員等報償５万円、竹野小学校創立１５０周年記念行事実行委員会補助金に５万円な

ど、竹野地区では１８万８，４９９円を支出しました。

以上、須知財産区特別会計の説明といたします。

次に、認定第１０号 令和５年度京丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算です。

３４６ページをお開きください。

歳入総額２５万１，７５０円、歳出総額２１万２，５０８円、歳入歳出差引額、実質収支

額ともに３万９，２４２円となりました。
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３５１ページ、事項別明細書をご覧ください。

歳入では、２款、寄附金で２１万９，３００円。財産区域内の各区から寄附を受けたもの

です。

３５３ページ、歳出です。

１款、総務費では、１項、１目、一般管理費で、財産区管理会委員報酬５万４，０００円。

財政管理調整基金積立８万８，０００円ほか、２目、財産管理費では、林道管理委託料４万

円等を支出しました。

以上、高原財産区特別会計の説明といたします。

次に、認定第１１号 令和５年度京丹波町桧山財産区特別会計歳入歳出決算です。

３５７ページをお開きください。

歳入総額１，３９６万４，５９２円、歳出総額１，１０３万２，８５４円、歳入歳出差引

額、実質収支額ともに２９３万１，７３８円となりました。

３６２ページ、事項別明細書をご覧ください。

歳入では、１款、財産収入が主で、１項、財産運用収入では、ゴルフ場用地をはじめとす

る土地貸付料などで１，０６７万８，７４２円。

また、５款、府支出金では、豊かな森を育てる府民税活用補助金８０万円の交付を受けま

した。

３６６ページ、歳出です。

１款、総務費、１項、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬３８万１，０００円

をはじめ、財産区運営のための一般経費を支出しました。

２目、財産管理費では、直営林保育作業委託料２８３万９，４００円などを支出。

３目、諸費では、山林高度利用補助金など関係団体等への補助金として６８２万６，００

０円を支出しました。

以上、桧山財産区特別会計の説明といたします。

次に、認定第１２号 令和５年度京丹波町梅田財産区特別会計歳入歳出決算です。

３６５ページをお開きください。

歳入総額６５７万７，２４８円、歳出総額５７８万５，９７６円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに７９万１，２７２円となりました。

３７８ページ、事項別明細書をご覧ください。

歳入では、１款、財産収入が主で、携帯電話通信施設や区への土地貸付収入など財産収入

は５５８万５，２７４円でした。
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３８０ページ、歳出です。

１款、総務費、１項、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬４１万８，５００円

をはじめ、財産区運営のための一般経費を支出しました。

２目、財産管理費では、区への土地貸付補償費３１９万３，３２９円などを支出。

３目、諸費では、梅田地域振興会補助金、梅田地域振興対策事業補助金として１５５万円

を支出しました。

以上、梅田財産区特別会計の説明といたします。

次に、認定第１３号 令和５年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算です。

３８６ページをお開きください。

歳入総額１８４万７，７３５円、歳出総額１５６万４，３９８円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに２８万３，３３７円となりました。

３９１ページ、事項別明細書をご覧ください。

歳入、１款、財産収入は、集落への土地貸付収入４３万１，０００円とマツタケ等採取権

収入６万６，０００円が主な収入となっています。

２款、繰入金では、財政管理調整基金から１３０万円を繰り入れました。

３９３ページ、歳出です。

１款、総務費、１項、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬４２万７，５００円

をはじめ、財産区運営のための一般経費を支出しました。

３目、諸費では、三ノ宮地域振興会など関係団体への補助金、合わせて７０万円を支出し

ました。

以上、三ノ宮財産区特別会計の説明といたします。

次に、認定第１４号 令和５年度京丹波町質美財産区特別会計歳入歳出決算です。

３９９ページをお開きください。

歳入総額３９０万８，９４５円、歳出総額２８９万４，９３４円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに１０１万４，０１１円となりました。

４０４ページ、事項別明細書をご覧ください。

歳入では、１款、財産収入、区及び法人への土地貸付料など２１４万１，３６０円が主な

収入となっています。

次に、４０８ページ、歳出です。

１款、総務費、１項、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬３６万３，０００円

をはじめ、財産区運営のための一般経費を支出しました。
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２目、財産管理費では、林道維持管理事業等補助金に１８万３，０００円を支出。

３目、消費では、貸付林等高度利用補助金や関係団体への補助金として５３万２，７５０

円を支出しました。

以上、質美財産区特別会計の説明といたします。

最後に、認定第１５号 令和５年度国保京丹波町病院事業会計決算について説明いたしま

す。

病院事業会計につきましては、別冊子の病院事業会計決算書で説明いたします。

まず、患者数の動向ですが、国保京丹波町病院の入院患者数は、年間延べ９，３８０人で、

前年度比２０２人の減少、外来患者数は年間延べ２万４，０３０人で、前年度比１，１３７

人の増加となりました。和知診療所の外来患者数は年間延べ８，１６０人で、前年度比６１

人の増加、和知歯科診療所は年間延べ５，１４３人で、前年度比１２４人の減少となりまし

た。

それでは、まず、９ページの損益計算書をお開きください。

１の医業収益で、入院収益は２億６，３１１万１，１３０円。外来収益は２億８，９１５

万８，８１７円。その他医業収益は、個室使用料、健診や予防接種などの公衆衛生活動収益、

救急告示病院に対する一般会計負担金、その他文書料など合わせて９，５６５万１，４６１

円で、合計６億４，７９２万１，４０８円となりました。

２の医業費用で、主なものは給与費６億４，１３５万６，８３４円。薬品や診療材料など

の材料費５，６９０万６，６７３円。事務費や光熱水費、各種業務委託料などの経費１億６，

９２５万４，８７５円。減価償却費５，８９４万８５８円など合計９億２，９２９万８，９

１９円となりました。

よって、医業収支は、２億８，１３７万７，５１１円の損失となりました。

３の医業外収益での主なものは、他会計補助金１，８４３万６，０００円。内訳は、国保

特別調整交付金として和知診療所に９３０万７，０００円。和知歯科診療所に９１２万９，

０００円です。補助金は１，２５４万３，０００円で、内訳は、地域医療機能強化特別事業

費補助金など京丹波町病院に１，２１１万９，０００円、和知診療所に２１万５，０００円、

和知歯科診療所に２０万９，０００円です。負担金及び交付金は２億７，５７６万９，７０

８円で、主なものは企業債償還利息と運営補助に係る一般会計繰入金で２億５，４０７万９，

９６９円。人生１００年時代づくりソフト事業費交付金３００万円、和知老人保健施設から

和知診療所へ医師給与負担金１，０９７万３，３１３円などです。長期前受金戻入は、固定

資産取得時に交付を受けた補助金等であり、償却年数に合わせて収益化したもので、本年度
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は１，７６６万１，９７１円でした。これらを主なものとした医業外収益の合計は３億２，

８７４万１，２３１円となりました。

４の医業外費用では、企業債支払利息５４５万９，９６９円。長期前払消費税償却２，６

４８万９，１７４円を主なものとして、合計で３，３８８万６，９４３円となりました。先

ほどの医業損失にこれら医業外収支を加減した結果、１，３４７万６，７７７円の経常利益

となりました。

よって、当年度純利益も１，３４７万６，７７７円となりましたので、前年度繰越欠損金

３億３，２３８万４，７７１円を加えた令和５年度未処理欠損金は３億１，８９０万７，９

９４円となりました。

次に、３７ページからの資本的収入及び支出についてです。

収入の企業債として６，８１０万円。他会計出資金は、企業債元金償還に係る一般会計か

らの繰入金であり、京丹波町病院に２，３１９万４，２９５円を繰り入れました。補助金は、

京丹波町病院に府補助金として在宅医療推進基盤整備事業費補助金など１６３万６，０００

円、和知診療所に医療施設等設備整備費補助金など７１１万円、国保会計補助金として和知

歯科診療所に国保特別調整交付金１１０万円の交付を受けました。資本的収入の合計は１億

１１４万２９５円となりました。

支出では、企業債元金償還金として、京丹波町病院で３，７７６万３８９円を支出しまし

た。

建設改良費では、京丹波町病院で医師住宅新築工事、施工監理業務委託料など建物整備費

に５，４１４万９００円、超音波画像診断装置や電話交換機の更新など器械備品購入費に２，

５３７万９，０３５円、和知診療所で全身用エックス線ＣＴ診断装置、電話交換機設備の更

新など器械備品購入費に２，６８８万２，９００円、和知歯科診療所でチェアユニット（歯

科診療台）の更新に４０７万円を支出し、資本的支出の合計は１億４，８２３万３，２２４

円となりました。

なお、収支不足分４，７０９万２，９２９円は、過年度分損益勘定留保資金により補塡し

ました。

以上、国保京丹波町病院事業会計の説明といたします。

これをもちまして、認定第１号から認定第１５号までの説明を終わります。

ご審議の上、認定いただきますようよろしくお願いします。

○議長（梅原好範君） 会計管理者、ご苦労さまでした。

続いて、村田上下水道課長。
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○上下水道課長（村田弘之君） それでは、認定第１６号 令和５年度京丹波町水道事業会計

利益の処分及び決算の認定につきまして、補足説明を申し上げます。よろしくお願いいたし

ます。

別冊子の令和５年度京丹波町水道事業会計決算書をご覧ください。

まず初めに、１０ページの令和５年度京丹波町水道事業報告書をご覧ください。

概況の（１）総括事項でございますが、令和５年度は「京丹波町水道事業ビジョン２０２

０」の４年目として計画に掲げた事業を着実に推進するとともに、経営基盤の強化に努めた

ところでございます。

建設改良事業につきましては、老朽化した管路の布設替えを進めるとともに、中央監視シ

ステムの更新など水道水の安定供給に向けた事業を引き続き実施しました。

本町におきましては、人口減少にある中、収入の大部分を占めている給水収益も減少して

いくことが見込まれ、また、施設の大規模更新や耐震化の実施により、今後も建設改良費は

高い水準で推移することが見込まれています。大変厳しい経営環境は続きますが、今後も

「京丹波町水道事業ビジョン２０２０」に基づき、計画的に水道事業を推進してまいります。

次に、アの業務の状況でございますが、年度末における行政区域内人口及び給水人口はと

もに１万２，５７７人で、給水件数は６，７１５件、年間配水量は２７７万２，０８４立方

メートル、そのうち、年間有収水量は１９８万２，６６９立方メートル、有収率は７１．

５％ということになりました。

次に、収益的収支について、２２ページからの収益費用明細書でご説明させていただきま

す。

２３ページをめくっていただきまして、１款、水道事業収益、１項、営業収益では、１目

の給水収益である水道料金と２目のその他の営業収益として閉栓・開栓手数料などを合わせ、

４億８，９１３万５，０６２円となりました。

次に、２項、営業外収益でございますが、１目の受取利息として１万９，４７７円。

２目の他会計補助金は、一般会計からの繰入金として３億８，１７０万２，０００円。

３目の長期前受金戻入につきましては、固定資産の取得時に交付を受けた分担金や補助金

等について、固定資産の取得対応年数に応じて収益化をした分として２億５９６万３，１３

３円を計上いたしました。

４目の雑収益につきましては、貸倒引当金戻入益として、過年度分水道料金の収入額や保

険損害賠償金を主なものとして８６１万１，００１円を計上し、これら営業外収益の合計額

は５億９，６２９万５，６１１円となりました。
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次に、２５ページ、２６ページをご覧ください。

１項、営業費用の合計は９億３，３０２万７，６０１円となりました。

内容といたしましては、１目の原水及び浄水費は、施設の維持管理に係る委託料や維持補

修工事の費用を主なものとして、合計１億６，９１０万８，０９１円となりました。２目の

配水及び給水費は、漏水調査や水道メーターの検針業務の委託料、本管の漏水工事や給水管、

給水装置の修繕工事などを主なものとして、合計８，５８８万７，５８４円となりました。

４目の総係費は、１億５，８５８万６，９９５円の支出となりました。

内容としましては、営業費用で支出する職員５名と会計年度任用職員２名の人件費や、ペ

ージをめくっていただきまして、２７ページ、２８ページになりますが、各施設の光熱水費、

通信運搬費など事務的経費に支出いたしました。５目の減価償却費は、有形固定資産と無形

固定資産を合わせて５億１，９２２万６，９３１円を費用として計上いたしました。

次に、２項、営業外費用は、企業債の支払利息等９，５８３万６，３９５円となりました。

ここで、５ページの損益計算書にお戻りください。

１の営業収益４億８，９１３万５，０６２円から２の営業費用９億３，３０２万７，６０

１円を差し引くと営業利益としてマイナスとなり、４億４，３８９万２，５３９円の営業損

失となります。

３の営業外収益５億９，６２９万５，６１１円と、４の営業外費用の９，５８３万６，３

９５円との差引額は５億４５万９，２１６円となりますので、先ほどの営業損失４億４，３

８９万２，５３９円を差し引きした結果、経常利益は５，６５６万６，６７７円となりまし

た。この経常利益が当年度純利益となりますので、前年度未処分利益剰余金１億８，６４１

万９，０８１円と合わせた当年度未処分利益剰余金は、２億４，２９８万５，７５８円とな

りました。

次に、資本的収支についてご説明させていただきます。

２９ページ、３０ページをお願いいたします。

資本的収入では、１項、企業債で、建設改良事業の財源として、財政融資資金から現年分

と繰越分と合わせて１億４，４６０万円の借入れを行いました。

２項、分担金は、２３件の新規加入があり、５７２万円となりました。

３項、補助金は、京都府生活基盤施設耐震化補助金として１，２４３万６，０００円。他

会計補助金として、建設改良費及び児童手当分と畑川ダム補助金と合わせて４，４８２万円

の収入がありました。

４項の他会計負担金１，８００万円及び５項の出資金１億３，４４９万４，０００円は、
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企業債償還元金分の財源として一般会計繰入金として収入しております。

６項、基金取崩収入は、水道事業基金から使途が特定されている分として、企業債元金償

還金の一部に充てるため１，７６６万３，８２０円の取崩しを行いました。

７項のその他資本的収入として、道路改良工事に伴う移設補償費として７１８万６，３０

０円の収入があり、これら資本的収入の合計は３億８，４９２万１２０円となりました。

次に、３１ページ、３２ページをご覧ください。

資本的支出では、１項、建設改良費、１目、施設整備費は、建設改良費で支出する職員３

名の人件費や５件の測量設計業務の委託料と１１件の上水道管路の更新工事等で２億９３８

万９，５１３円を支出し、２目、施設改良費では、水道管布設工事や給水車格納倉庫建築な

どに係る４件の設計業務委託と道路改良工事に伴う２件の移設工事、施設の機器設備の更新

工事８件など５，４３８万８，１００円を支出しました。３目、固定資産取得費では、畑川

ダムの堰堤改修に係る負担金として２，４８３万３，１０５円を支出しました。

次に、２項、企業債償還金は、元金償還金として５億６，５０７万５，９２６円を返済し、

３項、基金繰入支出では、水道事業基金利子収入額１万８，０００円を水道事業基金へと積

み立て、資本的支出の総額は８億５，３７０万４，６４４円となりました。

ここで、４ページに戻っていただきまして、最下段の添え書きのほうをご覧ください。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額４億６，８７８万４，５２４円は、消費

税資本的収支調整額１，６６６万５，８８５円と繰越利益剰余金７，６６２万７，０７８円、

過年度分損益勘定留保資金６，２２２万７，７６３円及び当年度分損益勘定留保資金３億１，

３２６万３，７９８円で補塡しております。

次に、８ページから９ページの財務状況を表す貸借対照表につきまして、ご説明を申し上

げます。

まず、８ページの資産の部、１、固定資産では、（１）の有形固定資産として、土地、建

物、構築物、機械装置等で合計１０２億７，０９９万６，９５０円。（２）の無形固定資産

として、畑川ダム建設負担金による施設利用権として９億５，５４１万３，８４３円。また、

（３）の投資その他の資産として、水道事業基金に３億１，３８５万９，６６９円でござい

まして、固定資産の合計額は１１５億４，０２７万４６２円となりました。

次に、２、流動資産につきましては、（１）の現金預金の３億４，０８８万２，７８４円。

（２）の未収金は、貸倒引当金を控除した額として７，７１２万６，６７３円。（３）の貯

蔵品は、水道メーターの在庫額１９万８，０５０円。流動資産の合計額は４億１，８２０万

７，５０７円となり、資産の合計額は１１９億５，８４７万７，９６９円となりました。



－５６－

次に、９ページに移りまして、負債の部でございますが、３、固定負債の（１）企業債に

つきましては、令和６年３月３１日時点の令和７年度以降の償還予定額５４億９，２５３万

３，６５５円。

４、流動負債の（１）企業債につきましては、決算から１年以内に償還期限が到来するも

のとして、令和６年度の償還予定額５億７，２８０万７，６７９円となります。そのほか、

流動負債として、（２）の未払金２億４，９０１万１，０７１円。（３）の賞与等引当金２

５２万８，０９６円などがあり、合計で８億２，４６５万６，５０６円となりました。

次に、５の繰延収益につきましては、建設改良事業の財源となった補助金や分担金等の長

期前受金を減価償却の財源として収益化するもので、その累計額は４２億７，１７４万９，

８６５円となっており、負債の合計額は１０５億８，８９４万２６円となりました。

次に、資本の部では、６の資本金の合計１１億２，６５５万２，１８５円。７の剰余金の

合計は２億４，２９８万５，７５８円で、資本の合計は１３億６，９５３万７，９４３円と

なりました。

結果、負債資本の合計額は、８ページ最下段、資産の合計額と同額の１１９億５，８４７

万７，９６９円となりました。７の剰余金につきましては、最後に６ページをご覧ください。

６ページの下段に、令和５年度京丹波町水道事業剰余金処分計算書（案）をお示しさせてい

ただいております。地方公営企業法第３２条第２項、毎事業年度生じた利益の処分は、議会

の議決を経て行わなければならないとされておりますが、行政実例におきまして利益の処分

に関し決算の認定と合わせて利益の処分の議決を受けることは差し支えないとされておりま

すので、今回、未処分利益剰余金２億４，２９８万５，７５８円全てを次年度以降の建設改

良に係る財源として建設改良積立金へ積立処分することにつきまして、決算の認定と併せて

お認めくださいますようお願いを申し上げます。

以上、認定第１６号の補足説明とさせていただきます。

ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（梅原好範君） 暫時休憩とします。

休憩 午後 １時５２分

再開 午後 １時５２分

○議長（梅原好範君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

お諮りします。

認定第１号 令和５年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１６

号 令和５年度京丹波町水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてまでの審査につい
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ては、１１名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにし

たいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（梅原好範君） 異議なしと認めます。

よって、認定第１号から認定第１６号は、１１名の委員で構成する決算特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定いたしました。

暫時休憩とします。

休憩 午後 １時５３分

再開 午後 １時５４分

○議長（梅原好範君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

お諮りします。

ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第３

項の規定により、お手元に配付の決算特別委員会選任名簿のとおり指名したいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（梅原好範君） 異議なしと認めます。

よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり

選任することに決しました。

決算特別委員会をこの場において開催し、正副委員長の選任をお願いします。

暫時休憩します。

休憩 午後 １時５５分

再開 午後 １時５６分

○議長（梅原好範君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

決算特別委員会において、正副委員長が決定しましたのでご報告いたします。

委員長に東まさ子君、副委員長に畠中清司君。

以上のとおりであります。よろしくお願いいたします。

《日程第２８、報告第３号 健全化判断比率について～日程第３３、報告第８号 グリーンラ

ンドみずほ株式会社に関する経営状況について》

○議長（梅原好範君） 日程第２８、報告第３号 健全化判断比率についてから、日程第３３、
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報告第８号 グリーンランドみずほ株式会社に関する経営状況についてまでを一括議題とし

ます。

町長の説明を求めます。

畠中町長。

○町長（畠中源一君） それでは、報告第３号から順次説明いたします。

報告第３号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により健全

化判断比率として、次の４指標について報告するものであります。

まず、一般会計等を対象とし、赤字の程度を指標化した「実質赤字比率」は、収支赤字が

ないため該当せず、また、財産区を除く全ての会計を対象とし、全体としての赤字の程度を

指標化する「連結実質赤字比率」につきましても、収支赤字がなく該当はありません。次の

借入金の返済額等を指標化して資金繰りの危険度を示す「実質公債費比率」につきましては、

前年度から０．３ポイント減少し、１５．８％となっております。

なお、同比率に係る早期健全化基準は２５％であります。

また、借入金や将来にわたる負担の現時点での残高を指標化し、将来の財政負担の圧迫度

を示す「将来負担比率」につきましては、前年度から９．７ポイント減少し、６６．６％と

なっております。

なお、同比率に係る早期健全化基準は３５０％となっております。

以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。

次に、報告第４号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に

より公営企業の資金不足比率を報告するものであります。本町では、下水道事業特別会計、

国保京丹波町病院事業会計及び水道事業会計が対象となりますが、いずれも該当しませんで

した。

なお、同比率の経営健全化基準は２０％となっております。

以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。

次に、報告第５号 公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会に関する経営状況につ

きましては、総収益が４億９，４５２万２，９６１円、運営管理に要する諸費用の合計は４

億８，１０４万４，９４６円で、収支差額は１，３４７万８，０１５円の黒字決算となって

おります。

同協力会は、京都府の指定管理を受け丹波自然運動公園の管理全般を行っています。

令和５年度は、コロナ化明けとなり、園内スポーツ施設や宿泊施設などの利用が徐々に回

復し、総入園者数は昨年度から約３万人増の約４１万人となりました。
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主要事業である「丹波ちびっこまつり」、「グラウンド・ゴルフ大会」などの公園主催事

業や、「京都丹波ロードレース大会」、「京丹波マルシェ」など、本町や関係機関との共催

事業は、昨年度に引き続き開催することができました。

また、ファミリープールにおきましては、令和４年度に実施した入場制限をなくして営業

を行い、町内外から２万５，０００人余りの方々にご利用いただいたところであります。

京都トレーニングセンターにおいては、町教育委員会、学校、関連団体へ訪問誘致活動を

実施し、測定・指導については１万３，１６３人、一般利用は９，２９５人のご利用をいた

だきました。

また、スポーツ庁の「地域におけるスポーツ医・科学サポート体制構築事業」に京都府と

連携して応募し、採択されました。この取組を通じて、地域のスポーツ医・科学支援体制の

充実を図り、中高生や地元アスリートへの支援対象の拡大と、質の向上を目指し取り組んで

いるところです。

引き続き、スポーツやレクリエーションを通じて、健康増進の場、家族や仲間とのふれあ

いの場、そして、生涯スポーツや学習の場となるよう協力会と連携を図ってまいります。

次に、報告第６号 一般財団法人京丹波農業公社の経営状況につきましては、経常収益は

９，１５５万５，５７２円、事業費及び管理費に係る経常費用が８，８９６万７，８６７円、

令和５年度の収支差額は３９３万８，１６４円の黒字決算となっております。

収入の主なものは、黒大豆や小豆、ソバ、水稲、飼料用稲、堆肥散布など、作業等受託事

業収入として３，４２２万８，８７７円、ソバの加工品販売収入５９１万５，６６０円、受

け取り補助金等として、町からの運営補助金２，９４１万円、堆肥による土づくり補助金等

３７２万５，９５６円、水田活用直接支払交付金など５０３万８，３７０円となっています。

同公社は、担い手の確保・育成を図り、効率的かつ安定的な農業経営に向けた農地の利用

集積の促進を図るとともに、農地管理や農作業受委託に併せ、特産である丹波黒大豆や瑞穂

大納言小豆、ソバの生産振興を図るとともに、ソバの加工販売や飼料用米・飼料用稲の栽培

とコントラクターとしての役割など、地域農業の総合的な振興を実践されております。今後、

さらなる経営強化へ向けた取組に期待するものであります。

次に、報告第７号 一般財団法人和知ふるさと振興センター全体の経営状況につきまして

は、経常収益は３億６，８３８万３，７０６円、経常経費は３億７，５９７万５，２３３円

で、収支差額は７５９万１，５２７円のマイナスとなり、税引き後の収支差額は７６６万１，

５３０円の赤字決算となっております。

収入の主なものは、営業収入２億５，０５３万６，１４５円、農作業受託収入６，１２１
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万２，０４７円、農作業受託部運営補助金など８１２万１，１６８円、わち山野草の森をは

じめ町施設の管理委託料４，６７０万３，５２０円であります。

なお、農作業受託部の単独決算につきましては、経常収益は６，７９５万５，０８０円を

計上しており、経常経費は７，１４２万４，３５８円であり、税引き後の収支差額は３４６

万９，２７８円の赤字決算となっています。

同センターは、特産品等の販売、都市住民との交流、観光レクリエーションを通じた農林

水産業の振興など幅広い活動を目的に、道の駅「和」、わち山野草の森等の管理運営、農作

業受託と水稲育苗・米乾燥調製事業等を行っております。

また、高齢者買物支援事業なども行い、町内利用者の拡充を図っております。

令和５年度においては、道の駅「和」の集客と収入を増やすため、特産の黒大豆、栗や地

元野菜を使った自社製造の加工食品や原材料を製造業者に渡して製造を委託する加工食品等、

和オリジナルお土産商品の開発、製造を行うとともに、玄関口に特設コーナーを設置し、魅

力ある道の駅形成に努めたところです。

今後におきましても、経営改革に取り組まれ、さらなる経営の健全化に努め、地域産業の

活性化が促進されることを期待するものであります。

報告第８号、グリーンランドみずほ株式会社の経営につきましては、営業外収益等を含む

総収益は９，４８５万８，１１４円、法人税を含む運営管理に要する諸費用の合計は９，６

５１万５，３８８円で、収支差額は１６５万７，２７４円の赤字決算となっております。

事業内容でありますが、施設全体の利用者は１９万３，１００人で、前年度比９９．３％、

営業収入は１億３，７８６万８，２７９円で、前年度比６．８％の増収となっております。

令和５年度は、５月に新型コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザ並みの５類へと

移行され、全国的にイベント開催やスポーツ大会の実施など、様々な制限解除と外出気運の

高揚により営業収益は前年度比で６％を超える増収となったところです。

特に、道の駅の売上げは、過去８年間の最高益を記録することとなりました。

しかし、その一方で長引く仕入れ原価や光熱水費の高騰は著しく、引き続き厳しい経営努

力をしていただいていると認識しております。

そのような中、国や京都府、町の支援策を活用し、安心して施設をご利用いただく環境の

整備を進めるとともに、アフターコロナの時代に即した集客メニューの考案や、道の駅のリ

ニューアル計画を含めて、さらに経営改善に取り組んでいただけるものと期待しているとこ

ろであります。

以上、報告とさせていただきます。



－６１－

○議長（梅原好範君） 以上で、報告を終わります。

本報告については、９月２日、午前９時から開催の全員協議会において、質疑等の機会を

設けますので、ご了承ください。

以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。

よって、本日はこれをもって散会いたします。

次の本会議は、４日に再開しますので、定刻までにご参集ください。

なお、この後、１４時２０分から全員協議会を開催しますので、お疲れのところお世話に

なりますが、よろしくお願いいたします。

本日は、大変ご苦労さまでした。

散会 午後 ２時０８分



－６２－

地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。

京丹波町議会 議 長 梅 原 好 範

〃 署名議員 隅 山 卓 夫

〃 署名議員 谷 口 勝 已


